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Oecd労働組合諮問委員会（Tuac）は、Oecdにおいて労働者の意見を正式に代表する組織であり、Oecd
多国籍企業行動指針に関する労働組合の活動を主導している。Tuacには、Oecd加盟国のナショナルセン
ター59組織を通じて約6,000万人の労働者が加盟している。
http://www.tuac.org 

http://www.tuacoecdmneguidelines.org

Oecd 

経済協力開発機構（Oecd）は、経済政策、労働市場、技能、投資、責任ある企業行動など幅広い分野の公
共政策について各国政府が協働する場を提供する政府間組織である。1961年に創設され、現在34ヵ国が加
盟している。
http://www.oecd.org/

Oecd多国籍企業行動指針
Oecd多国籍企業行動指針は、責任ある企業行動に関する各国政府の期待をまとめたものである。行動指
針の特異な点は、多国籍企業の行動を是正するために政府が後ろ盾になった申立制度を備えていることに
ある。労働組合は、この制度を活用して成果をあげている。行動指針は「Oecd投資宣言」の一部である。
「Oecd投資宣言」の下で各国政府は、投資環境を改善し、経済と社会の発展に向けた多国籍企業の貢献
を奨励することを公約している。
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises/ 

2011年改訂
Oecd多国籍企業行動指針は1976年に初めて採択されたが、直近の2011年改訂で大幅に改善された。具体
的には、国際的に認知された基準に言及したこと、人権に関する章を新設したこと、悪影響の回避と解消の
ためのデュー・ディリジェンスの実行という一般勧告を採択したこと、行動指針がサプライチェーンなどの取引
関係にも適用されることを明確にしたこと、雇用に関する章を拡大して間接的雇用関係にある労働者や従業
員も対象にしたこと、政府後援の申立制度を強化したことである。
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/08/e7/document_doc.phtml
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労働組合は、海外直接投資の利益が各国内と各国間で、
また労使間で公平に分配されること、さらに多国籍企
業が世界的な生産チェーン全体で国際労働基準を遵守
することをめざして、長年にわたり取り組んできた。 
海外直接投資と多国籍企業は持続可能な開発に大きな
貢献ができる。だが多国籍企業による国際基準違反の事
例は跡を絶たず、その結果、世界の何百万人もの男女労働
者が過酷な労働条件で働き、雇用不安と貧困の下に置か
れ、人権を否定されている。

Oecd多国籍企業行動指針（以下「行動指針」）は、多
国籍企業に国際労働基準とディーセントワークを尊重させ
るために労働組合が活用できる数少ない国際文書の1つ
である。行動指針は各国政府によって署名され、多国籍企
業に対して雇用、労使関係、人権、さらに透明性、環境、腐
敗防止に至る各分野の勧告を提示している。

行動指針に署名した各国政府は、行動指針違反の訴え
があった場合に、その解決を支援する責任をもった各国連
絡窓口（ncp）を設置するよう義務づけられている。労働
組合は、今日まで145件の申立てをncpに行っている。結
社の自由と団体交渉権の侵害に関するものが中心である
が、不安定雇用、情報開示、強制労働、差別、安全衛生、環
境、腐敗など内容は幅広い。

労働組合による行動指針活用の成果は一様ではない。
もっとも評価できるのは、ncpが問題解決の場を設け、これ

はじめに

によって組合の組織化と団体交渉が前進した例である。
uniグローバルユニオンと民間警備会社G4sが絡んだ事
例では、グローバル枠組み協定の締結という画期的な成果
をあげている。だが全体としては多国籍企業が行動指針
に基づく義務を果たさず、結果的にディーセントワークと持
続可能な開発への貢献という責任を果たしていない事例
の方が圧倒的に多い。

行動指針は2011年の改訂で大幅に強化された。具体
的にはビジネスと人権に関する国連の活動の重要な成果
が取り入れられ、雇用と労使関係に関する章では ilO「多
国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」との整
合性がはかられた。これにより、行動指針は明確に間接的
な雇用関係やサプライチェーンの労働者にも適用されるこ
とになった。ただし政府を後ろ盾とする苦情処理制度の拡
充は十分ではなかった。

Tuacは、現行の行動指針は全体としてより目的に沿っ
た内容となり、世界の労働者に有益なものになったと考えて
いる。Tuacがこの「ガイド」を発行する目的は、労働組合
が2011年版行動指針を職場やキャンペーン活動で活用
し、これによって労働者の権利を守り、生活と労働条件を改
善するのを支援することにある。

Tuacはフリードリヒ・エーベルト財団の協力に感謝す
る。本「ガイド」を発行できたのは同財団のおかげである。

 Oecd労働組合諮問委員会（Tuac）事務局長 

 ジョン・エバンス
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用語と意味  

用語 意味 

実際の人権への悪影響
（「人権への悪影響」参照）

 すでに発生したか、現に発生しつつある人権への悪影響 1

人権への悪影響 ある行動によって個人がその人権を行使する能力を剥奪または制限される場合に発生す
るもの2

取引関係
（「サプライチェーン」参照）

取引先、サプライチェーンの事業体、及び自社の事業活動や製品もしくはサービスに直接
に関連した他の民間または国の事業体との関係を含む3

調停 拘束力のない紛争解決手続。調停者は現実的な紛争解決のためにかなり直接的な役割
を果たし、和解案の提示など、当事者に具体的な解決策を助言することもある4

デュー・ディリジェンス
（「人権デュー・ディリジェンス」参照）

企業が実際及び潜在的な悪影響を特定、防止、緩和し、方針決定とリスク管理システムの
不可欠な一部として、これにいかに対処したかを説明するプロセス5 

誠実さ 申立て手続への参加の過程で、迅速に対応し、必要な場合は秘密を守り、手続に関する
不正確な発表や手続に関わる者への威嚇または報復をせず、提起された問題の解決法を
見出すという観点から手続に真摯に関与することを意味する6

人権デュー・ディリジェンス
（「デュー・ディリジェンス」参照）

人権への実際の、または潜在的な悪影響を評価し、その結果を組み入れ、これに基づいて
行動し、対応状況を追跡調査し、影響にどう対処したかを公表すること7 

人権リスク
（「潜在的な人権への悪影響」参照）

企業の活動が1または複数の人権への悪影響を導きかねないリスク。潜在的な人権への
悪影響に関連している。企業が人権への悪影響に関与した結果として、企業自体に発生
する可能性のあるリスクとは異なる8

影響力 損害（悪影響など）を引き起こしている事業体に不正な慣行を是正させる企業の能力9

仲介 当事者間での交渉による紛争解決を、専門的知識をもった仲介人が支援する、任意かつ
指導を受けた手続。両当事者が合意した場合を除き、拘束力をもたない10

（人権への）悪影響の緩和 （人権への）悪影響（救済の必要な残存する影響を含む）の程度を減少させるためにとる
措置。（人権）リスクの緩和とは、発生する可能性のある特定の悪影響を減少させるために
とる措置を指す11

各国連絡窓口（ncp） 行動指針署名国の政府が、申立てへの対処など行動指針の実効性を高めるために設置し
た組織

潜在的な悪影響 行動指針の対象となる事項で、発生する可能性があるがまだ発生していない悪影響
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用語 意味 

潜在的な人権への悪影響 発生する可能性があるがまだ発生していない、人権への悪影響 12

問題解決アプローチ 問題の原因を特定したうえで、複数の当事者または個人が合意できる（しばしば独創的
な）解決策を示すという質の高い改善手法 13

手続手引 行動指針の中でncpの運営法を規定したルール

救済 「悪影響に対する救済手続」及び「悪影響を相殺（または補償）できる実質的な結果」の
両方を指す。後者には謝罪、回復措置、復権、金銭的または非金銭的補償、懲罰措置（罰
金など刑法上もしくは行政上の措置を含む）、及び差止命令または再発防止の保証など
がある14

ソフトロー 厳密には法律ではないが、一定の法的重要性をもったルール（政府の「行動指針」「宣言」
「勧告」など）

個別事例 行動指針では、行動指針違反の訴えに関連する個別の案件または申立ての意味で使用し
ている。このユーザーズガイドでは「案件」「申立て」という用語を使用している

個別事例の手続き
（「個別事例」参照）

行動指針では、各国連絡窓口（ncp）が行動指針に基づいて個々の案件または申立てを
処理する場合の規則を示すものとして使用されている

サプライチェーン
（「取引関係」参照）

フランチャイズ、ライセンス供与、下請契約など多様な形態をとった関係を含む15
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第1部 行動指針早わかり 

第1部では行動指針の概要と2011年改訂の趣旨を示し、
基本的な質問に答える



2          The Oecd Guidelines fOr MulTinaTiOnal enTerprises    Trade uniOn Guide

図表1.1 行動指針各章の要旨
章 要旨 労働組合による活

用の有無

I. 定義と原則 行動指針は、適用される法令や国際的に認知された基準に合致する原則と
基準で構成されている。事業を行う場所に関わらず、あらゆる産業の多国籍
企業に適用される。企業は国内法を遵守しなければならない。国内法と行
動指針が矛盾する国では、企業は国内法の侵害とならない範囲で行動指針
を最大限に尊重する方法を追求すべきである。

○

II. 一般方針 企業は持続可能な開発に貢献し、人権を尊重し、国内の政治活動に不適切
に関与せず、さらに法令、行動指針、または企業方針に違反する慣行を通報
した労働者への報復を控えるべきである。企業はデュー・ディリジェンスを
実行することにより、サプライチェーンや取引関係を通じたものであれ、行動
指針の対象となる事項に対する悪影響に関与することを避けるとともに、悪
影響が発生した場合はこれに対処すべきである。企業は利害関係者に関与
することにより、地域社会に重大な影響を与える可能性のある行動の企画及
び決定に際して、利害関係者の意見が考慮される実効的な機会を提供すべ
きである。

○

III. 情報開示 企業はその活動、組織、財務状況、業績、所有権、統治、労働者に関する重
要事項についての情報を開示すべきであり、財務及び非財務情報の開示に
質の高い基準を適用すべきである。

○

IV. 人権 企業は人権を尊重しなければならない。それは自社の活動や取引関係が他
者の権利を侵害することを回避するとともに、そうした影響が発生した場合、
企業の影響力を行使して取引先に人権への悪影響に対処させるなど、これに
対処することを意味する。企業は人権方針を確立し、人権デュー・ディリジェ
ンスを実行するとともに、自社が実際の悪影響を引き起こし、またはその一因
となった場合、これを救済するための適切な手続を確立しておくべきである。

○

V. 雇用及び労使関係 企業は労働組合を結成し加入する権利及び団体交渉権を尊重し、児童労
働の実効的廃止と、あらゆる形態の強制労働の廃絶に貢献し、雇用と職業
における非差別の権利を尊重すべきである。企業は労働者代表に対し、雇
用条件に関する有意義な交渉に必要な情報を提供するとともに、労働者と
その代表に対し、当該事業体の、または企業全体の業績に関して真正かつ
公正な見解を持ち得るような情報を提供すべきである。企業はできる限り
よい賃金（最低でも労働者とその家族の基本的ニーズを満たすもの）を支払
い、労働安全衛生を確保し、事業の再編または閉鎖について労働者に合理
的な通知を行うべきであり、雇用条件をめぐる交渉、または労働者による組
合の結成もしくはこれへの加入に対抗する形で事業移転の威嚇を行っては
ならない。

○

企業はデュー・ディリ
ジェ

ンスを実行すべきで
あると

いう第Ⅱ章の一般勧
告は、

第Ⅸ章「科学及び技
術」、

第Ⅹ章「競争」、第XI章「納

税」を除くすべての章
に適

用される。
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章 要旨 労働組合による活
用の有無

VI. 環境 企業は環境マネジメントシステムを維持し、自社による環境、健康、安全への
影響に関する情報を収集・評価し、潜在的影響に関する情報を一般社会及
び労働者に迅速に提供し、影響を受ける地域社会との意思疎通及び協議を
行い、労働者に対して環境、安全衛生に関する十分な教育と訓練を行うべき
である。

○

VII. 贈賄、贈賄要求、金
品の強要の防止

企業は不当な利益を確保もしくは維持するために公務員または取引先従業
員に賄賂を提供または要求してはならず、こうした目的のために代理人などの
仲介者を利用してはならない。企業は便宜を求めるための金銭の支払いを
禁止または抑制し、政治献金を行う場合は情報開示要件を全面的に遵守
し、これを経営上層部に報告すべきである。

○

VIII. 消費者利益 企業は法律で定められたあらゆる健康・安全基準を満たし、消費者には判
断に必要な情報を十分提供する。また、非司法的な紛争解決と救済のため
の仕組みを整えるべきであり、不当表示や不作為を行わず、ましてや誤解を与
えたり詐欺的もしくは不公正な慣行を行ってはならない。行政機関と協力す
ることにより、自社が関与した一般市民の健康と安全または環境への深刻な
脅威に対処すべきである。

○

IX. 科学及び技術 企業は持続可能な開発に役立つ方法で技術移転を支援するための慣行を
採用し、必要な場合は国内の公的な研究機関と連携するべきである。

×

X. 競争 企業は、適用される競争関連の法律と規則に沿った活動を行うべきであり、
価格の固定、入札操作、市場分割に関与すべきでない。

×

XI. 納税 企業は定められた税金を迅速に納入し、受入国の税法と税規則の文言及び
精神の双方を遵守し、他国から要請があった場合を含めて監督官庁に迅速
な情報提供を行うことによって受入国の財政に貢献すべきであり、税負担を
軽くするための利益や損失の移転を回避するために、移転価格には独立企
業原則（alp）を適用すべきである。

○
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2011年改訂

企業の責任の強化
OECD多国籍企業行動指針は、1976年の制定時から
定期的に改訂と見直しが行われてきた。最新の改訂
は2011年に行われた。以下は2011年改訂の要点で
ある。

• 国際的に認知された基準：国内法と並んで国際的
に認知された基準16を参照することが組み入れら
れた。また行動指針の基準と国内法が矛盾する場
合、企業はそれが国内法違反に該当しない限り、
行動指針を尊重すべきであるとの勧告が組み入れ
られた17。 

• 影響によって決定される責任：企業の責任は、そ
れが与える悪影響によって決まるという原則が採
用された。これは国連「ビジネスと人権に関する指
導原則」に沿ったものである。

• サプライチェーンと取引関係：多国籍企業は、サプ
ライチェーンや取引関係を通じて関与している悪
影響についても、これを回避し、対処する責任があ
ることが明確になった18。

• デュー・ディリジェンス：企業は、行動指針の対象
となっている事項に関する悪影響を回避し、対処
するために、デュー・ディリジェンスを実行すべきで
あるとの一般的勧告が取り入れられた19。 

• 人権：国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に
基づき、人権を尊重すべき企業の責任を明らかに
した章が新設された20 。 

• 従業員と労働者：行動指針の適用範囲が拡大さ
れ、間接的雇用関係やサプライチェーンの労働者
にも適用されるようになった21。

• 基本的ニーズを充足する賃金：多国籍企業は「少
なくとも労働者及びその家族の基本的ニーズを充
足するのに十分な」「できる限りよい賃金、給付及
び労働条件」を提供すべきという新しい勧告が取
り入れられた22。

• 並行手続：多国籍企業は、当該案件の取り上げが
関係当事者に重大な不利益をもたらす場合を除
き、他の（法的）手続が進行中であることのみを理
由として案件を拒否または保留すべきではないと
する指針23。 

• 強化された苦情処理制度：NCPが申立て24を取り
扱う場合は、公平で、予見可能で、衡平でなければ
ならないとする新原則や、手続の改善（時間的枠
組みを含む）25、NCPの能力強化とモニタリング（自
主的なピア・レビュー）に関する規定が取り入れら
れた。

• プロアクティブ・アジェンダ（予防的取り組み）：苦
情処理制度を補完するものとして、新たにプロアク
ティブ・アジェンダが組み入れられた。これに基づ
き各国政府は利害関係者と協力し、個々の製品、
地域、産業分野が抱える悪影響のリスクに対処す
ることで、行動指針の実効的な遵守を促す26。 

2011年改訂で行動指針
に基

づく多国籍企業の責
任は格段

に強化された。ただ
し苦情処

理制度の強化のため
にとられ

た措置は、労働組合
やNGOの

要求に程遠い内容で
あった。

この点は2011年改訂の大きな

欠点である。



The Oecd Guidelines fOr MulTinaTiOnal enTerprises    Trade uniOn Guide          5

1.1 Oecd多国籍企業行動指針とは？ 

Oecd多国籍企業行動指針（以下「行動指針」）は、多国籍企業が世界各地の事業
において期待される企業行動の基準についての各国政府の勧告である。人権、雇用・
労使関係、情報開示、環境、納税に至る幅広い分野での原則と基準を示している（図
表1.1参照）。

1.2 多国籍企業が行動指針に署名するのか？
多国籍企業ではなく各国政府が署名する。この点で行動指針は企業が定める行動
規範と質的に異なる。これまで44カ国の政府が署名し、このうちOecd加盟国が34、非
加盟国が10である。行動指針に署名した国の政府は、その実行を公約したことになる。

1.3 行動指針はどのように多国籍企業に適用されるのか？
行動指針は、これに署名した44カ国に本社を置くすべての多国籍企業に適用され

る。所有権、すなわち国有、公営、民間を問わず、また金融部門を含めて業種を問わず、
さらに海外を含め事業を行っている場所にかかわりなく適用される。

1.4 サプライヤーや他の取引先にも適用されるか？
行動指針は多国籍企業のすべての取引関係、すなわち子会社、サプライヤー、下請業
者、フランチャイズ、ライセンス供与先、その他の提携先にも適用される。

 第2部2に詳述

1.5 行動指針の適用を受けるか否かは多国籍企業の任意なのか？
行動指針の適用を受けるか否かは多国籍企業の任意ではない。行動指針に署名し

た国に本社がある限り、必ず適用される。行動指針は、いわゆる「ソフトロー」の一例で
ある。すなわち厳格な意味で法的拘束力はないが、一定の法的重要性をもっている。
いわゆる「ハードロー」と異なるのは裁判所を通じた強制ができない点である。ただし
44カ国もの政府が行動指針の実行をある意味で法的に公約しており、多国籍企業はこ
れを遵守することが期待される。

囲み 1.1　Oecd多国籍企業行動指針の参加国
Oecd加盟国 

オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ、デンマーク、エストニア、フィン
ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリ
ア、日本、ルクセンブルク、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポ
ルトガル、韓国、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国

Oecd非加盟国
アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エジプト、ラトビア、リトアニア、モロッコ、ペルー、ルーマ
ニア、チュニジア

政府を後ろ盾とする苦情
処理制度は行動指針に
特有のものである。
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図表1.2　各国連絡窓口（NcP）：共通のルールと多様な組織形態 27     

NcP 組織の構成

ブラジル 労働雇用省、中央銀行など9つの政府機関で構成され、財務省の国際問題事務局が調整する。
 http://www.fazenda.gov.br/sain/pcn/index.asp

カナダ 人材技能開発省など8つの政府機関で構成され、外務・国際貿易省が議長役を担う。事務局は同省内に置か
れている。http://www.ncp.gc.ca

フランス 数少ない三者構成の組織の1つである。政府、労働組合、使用者の各代表がメンバーとなり、経済財務省内に設
置されている。
http://www.tresor.economie.gouv.fr/

principes-directeurs-a-lintention-des-entreprises-multinationales

ドイツ 連邦政府の経済技術省に設置されている。「各省グループ」と協力し、労働組合、企業、nGO、政府の各代表で構
成された「作業グループ」と協議する。
http://www.bmwi.de/english/navigation/external-economicpolicy/

oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.html

イタリア 経済開発省に設置されている。関係省庁、労働組合、企業団体の各代表で構成されたncp委員会と協議する。
http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/en/

日本 外務省、厚生労働省、経済産業省で構成され、諮問機関である日本ncp委員会において労働組合及び使用者と
協議する。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/housin.html

オランダ 行政命令によって設置された独立機関で、外部メンバー4名（1名は労働者代表）と政府の各省庁代表4名で構
成される。経済問題・農業・イノベーション省内に置かれている。http://www.oecdguidelines.nl/

ノルウェー 独立機関として設置されている。労働組合、企業、学術関係者、nGOを代表する4名の専門家で構成され、外務
省内に事務局が置かれている。
http://www.regjeringen.no/en/sub/styrer-rad-utvalg/ncp_norway.html

韓国 知識経済部内に設置され、政府の企画財務部、外交通商部、雇用労働部、環境部が関与している。
http://www.mke.go.kr/info/foreigner/guide.jsp

英国 ビジネス・イノベーション・技能省（Bis）と国際開発省で構成され、両省が財源を賄う。Bis内に設置され、政
府代表と4名の外部メンバー（1名が中立、その他3名が労働組合、企業、nGO代表）で構成される運営委員会
が監督する。http://www.bis.gov.uk/nationalcontactpoint

米国 国務省の組織として同省内に設置され、労働省など複数の政府機関の代表で構成される作業グループと協力し
て業務を行う。また労働組合と企業代表が共同議長を務める利害関係者諮問委員会（saB）と協議する。
http://www.state.gov/usncp/
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1.6 行動指針の実行はどう担保されるのか？
行動指針に署名した国の政府は、各国連絡窓口（ncp）を設置して行動指針を普及、
実行することが求められる。たとえば行動指針違反の訴えがあった場合、ncpがこれを
取り扱う。政府を後ろ盾とする苦情処理制度は、行動指針に特有のものである。

1.7 苦情処理制度はNcPで運用されるのか？
行動指針署名国にはncpが設置され、そのすべてが政府の後援を受けている。大

半は単一もしくは複数の政府機関の下に、あるいは政府代表と外部利害関係者が参
加する組織として設置されている。政府から独立して活動するncpはまだ少ないが、そ
の数は増えつつある（図表1.2参照）。

1.8 NcPは労働組合と関係をもっているのか？
関係をもっている。数は少ないが、三者構成をとって労働組合が政府や企業と対等

なパートナーとして参加しているncpはある（図表1.2参照）。他のncpでも労働組合
が運営委員会や諮問委員会に正式に参加している例が多く、また大半のncpは企業や
nGOと並んで労働組合と協議する手続をとっている。すべてのncpが労働組合などと
力を合わせて行動指針を普及させるよう期待されている。

1.9 形態は違ってもNcPはすべて同一のルールに従っているのか？
基本的には従っている。すべてのncpはその日常業務において「存在の明確性、利

用の容易性、透明性及び説明責任性」を維持し、申立てを取り扱う際には「公平、予見
可能、衡平」でなければならない。ただし実際には各国のncp間で大きなばらつきがあ
り、少数だが大きな成果をあげている模範的ncpがある一方、圧倒的多数は十分な基
準に到達していない。

1.10 案件が取り上げられるのはどのような場合か？
案件で提起される問題点が行動指針の対象事項でなければならない。また行動指
針に署名した44カ国に本社を置く多国籍企業が所有し、または何らかの形で関連して
いる事業体が関与した案件でなければならない（囲み1.1参照）。当該の事業体を所
有し、またはこれに関連している多国籍企業の本社が、行動指針の非署名国にある場
合、行動指針に基づいた申立てはできない。（囲み1.2参照）。

 第4部2に申立てに関するチェックリストを記載

囲み 1.2: 申立てが可能な案件の例
ドイツの多国籍企業の子会社またはサプライヤーが、ザンビアで事業を遂行中に行動指
針の規定に違反した場合、ドイツは行動指針に署名しているので行動指針に基づく申立
ては可能である。だが中国の多国籍企業の子会社またはサプライヤーが、ザンビアで事
業を遂行中に行動指針の規定に違反しても、中国は行動指針に署名していないので申立
てはできない。

すべてのNCPはその日常
業務において「存在の明
確性、利用の容易性、透
明性及び説明責任性」を
維持し、申立てを取り扱う
際には「公平、予見可能、
衡平」でなければならな
い。
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1.11 案件の申立てはどこへ行うのか？
案件はncpに直接申し立てる。Oecdには苦情処理制度がないので申し立てられな

い。行動指針違反の疑惑が行動指針署名国で発生した場合は、その国、つまり受入国
のncpに申し立てる。違反の疑惑が行動指針に署名していない国で発生した場合は、
多国籍企業の本社がある国、すなわち本国のncpに申し立てる。同一の多国籍企業
による違反の疑惑が、行動指針に署名した複数の国で発生した場合、当該の各国ncp

間でいずれの国のncpが主導的に対処するかを決定する。複数の多国籍企業で構成
された共同事業体による行動指針違反の疑惑が、行動指針に署名していない国で発生
した場合は、すべての多国籍企業の本国のncpに申立てを行う。

 申立てについては第4部2で詳述

1.12 行動指針に基づく申立て資格があるのは誰か？
あらゆる労働組合（組織の単位は、企業、地方、産業、国、地域または国際組織を問
わない）を含め、正当な利害関係を有する限り、あらゆる組織が申し立てられる。すべて
の案件申立ては「誠実に」なされなければならない。労働組合は単一でも、また他の労
働組合もしくはnGOと共同でも申し立てられる。はじめて行動指針を活用しようと考え
ている場合は、行動指針活用の経験がある国内または国際的な労働組合の支援を求
めることが推奨される。Gufs（国際産業別労働組合組織）は加盟組合を支援すること
ができる。Tuacも助言ができる。

1.13 NcPは案件をどう扱うのか？
ncpはまず初期評価を行い、行動指針のルール上、その案件が対象になりうるかを
審査する。案件を受理する場合、当事者に対して仲介・調停を行う。仲介・調停を通
じて当事者が合意に達すれば、ncpは報告書を公表し、案件を終了する。仲介・調停
で最善の成果が得られなかった場合、ncpは案件を審査して、多国籍企業が行動指針
に違反したかどうかを判断する。なかには、そうした審査は行わずに多国籍企業の今後
の行動に対する勧告をまとめるncpもある。いずれの方法も行動指針のルールに則っ
ている。

 NcPによる苦情処理の手続は第4部1で詳述
 

1.14 NcPは労働組合の参加費用を負担するのか？
通常は負担しない。ncpが負担するのは、調停者や仲介人への支払いなどの仲介・

調停費用である。ただし少数ではあるが当事者の参加費用を負担するncpもある。労
働組合はncpに問い合わせて方針を確かめるべきである。 

1.15 申立て提出のルールはあるのか？
行動指針には申立て手続に関するルールがある。これに基づき、ncpはそれぞれの
手続を公表している。オンラインでの提出を求めるncpもある。申立てにあたって、まず
は提出先のncpのウェブサイトをチェックすべきである。ncpが手続を公表していない
場合、第4部2に申立書に記載すべき情報を示している。 

 第4部2に申立てに際してのチェックリストを掲載

申立てにあたって、まずは
提出先のNCPのウェブサ
イトをチェックする。
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1.16 秘密保持に関するルールはあるか？
ある。透明性はncpの中核的基準の1つである。一般にncpの活動は透明でなけ
ればならない。例外として、仲介・調停作業の期間中は当事者は秘密保持を求められ
る。ただし少数ではあるが、申立て自体を秘密にすべきだと考えるncpもある。一般に
労働組合やnGOは申立てを公表しており、そうできることが重要だと考えている。 

1.17 申立てを秘密裏に提出することは可能か？
部分的にはできる。申立て内容の一部、たとえば関係する労働者の氏名などを秘密

にすることは可能である。ただし申立て全体を秘密にすることはできない。また申立てを
行う組織の名称を秘密にするのも不可能である。ncpは匿名の申立てを受け付けない。 

1.18 多国籍企業の責任を明示した他の国際文書はあるか？
多国籍企業の責任を明示した権威ある国際文書は他に2種類ある。第1は「多国

籍企業及び社会政策に関する原則のilO三者宣言」（1977年策定、2006年改定）であ
り、第2は国連「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年策定）である。この中で運
用可能な苦情処理制度を定めているのはOecdの行動指針だけである。ilO労働者
活動局（acTraV）は上記 ilOの「三者宣言」に関する指針を、国際労働組合総連合
（iTuc）は国連「指導原則」に関する指針を公表している。 

 上記の資料の参照先を第5部2、3に掲載

1.19 行動指針は国際枠組み協約（グローバル枠組み協定）と 
関連があるか？ 

関連がある。Gufsと多国籍企業間で交渉された協定の約2割が行動指針について
言及しており、労働組合も交渉で行動指針を活用したと報告している（囲み1.3参照）。
グローバル協定は行動指針の実行にとっても重要な意味がある。悪影響のリスクに関
する情報を提供し、紛争解決の手段を提示することで、デュー・ディリジェンスの手続を
強化できる（囲み1.4参照）。

 第5部4にグローバル協定の一覧の参照先を掲載

囲み1.3　行動指針に言及している 
グローバル協定の締結企業の例
アーカー、バラスト・ネダム、EADS、エレクトロラックス、フォード、G4S、GDFスエズ、GEA、
H&M、インプレジーロ、ISS、ラファージュ、ノルスクヒドロ、ペトロブラス、ロイヤルBAM、ス
テッドラー、Veidekke、フォルカヴェッセルス
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1.20 労働組合は行動指針をどう活用してきたか？
2000年から2012年までに労働組合は行動指針に基づく申立てを145件行った。年
平均では12件、つまり毎月1件のペースである。案件の大半（96％）は第Ⅴ章「雇用及
び労使関係」に関するものである。また第Ⅱ章「一般方針」の活用も多い。2011年の
改訂以降は、悪影響の回避と対処のためのデュー・ディリジェンスの実行に関する勧告
（第Ⅱ章「一般方針」、第Ⅳ章「人権」）の活用が目立っている。

囲み1.4　グローバル協定の実例：紛争解決 
─GdFスエズとBWI、インダストリオール、PSI間の協定 28（抜粋）
5.1　協定違反の訴えまたは疑惑があった場合、以下の手続きを適用する。

a) 第1に、訴えは現場の管理者に提起される。労働者は労働組合による意見表明を求
めることができる。

b) 訴えが現場管理者によって解決されなかった場合、これを適切な全国労組に委託し、
同労組が会社に問題を提起する。

c) 職場または全国レベルでの議論を通じても違反が是正されない場合、本協定の署名
組織が当該国のGUF加盟組合と緊密に協力して解決にあたり、さらに責任ある経営
幹部に報告され、同幹部が是正措置の迅速な実行を確保する。
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年平均の申立て件数 12.4
労働組合による申立て件数 145

各年の申立て件数

労働組合が活用している章

違反が発生した国

主なデータ

行動指針非参加国（28カ国）他の行動指針参加国（5カ国）

OECD加盟国（23カ国）

定義と原則

一般方針

情報開示

人権

雇用及び労使関係

環境

贈賄、贈賄要求、金品の強要の防止

消費者利益

科学及び技術

競争

納税

9件（6.2％）

41件（28.3％）

11件（7.6％）

5件（3.4％）

139件（95.9％）

8件（5.5％）

5件（3.4％）

5件（3.4％）

0件（0％）

1件（0.07％）

2件（1.4％）
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97件（66.9％）

42件（29％）

28件（19.3％）

28件（19.3％）

23件（15.9％）

16件（11％）

11件（7.6％）

10件（6.9％）

9件（6.2％）

8件（5.5％）

5件（3.4％）

3件（2.1％）

労働組合権

事業再編

人権

業績に関する情報

事業や労働者の移転の威嚇

持続可能な開発

強制労働

安全衛生

差別

サプライヤー

内部通報

児童労働

取り扱われた問題の種類
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第2部 多国籍企業の責任
について理解する 

第2部ではOECD行動指針に基づく
多国籍企業の責任について述べる
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2.1 行動指針を遵守する責任
まず何よりも、多国籍企業は行動指針の勧告に示された原則と基準を遵守しなければ
ならない。この原則と基準は多国籍企業傘下のすべての事業体 29に適用され、業種や事
業の場所を問わない。また多国籍企業はサプライヤーや下請業者を含めた取引先 30に
対して、行動指針に沿った責任ある事業活動の基準 31を適用するよう奨励しなければな
らない。行動指針のいずれの勧告にせよ、多国籍企業がこれを遵守しなかった場合は行
動指針違反になる。

2.2 悪影響に対する責任
2.2.1 悪影響の回避と対処
行動指針の原則と基準を遵守する責任に加え、行動指針の対象となる事項に関し

て、いわゆる「悪影響」を回避し、これに対処するという一般的責任が多国籍企業には
ある。多国籍企業は、適切な手続（デュー・ディリジェンス）を整えることによって自社
が悪影響に関与していないことを「認識し、証明」しなければならない。デュー・ディリジェ
ンスは悪影響のリスクに光をあて、それへの対処を可能にする。デュー・ディリジェンス
を通じて自社が関与する悪影響を回避・対処しなかった場合、行動指針違反となる。

囲み 2.1: 「悪影響の回避と対処」とは、どういう意味か？
悪影響とは、企業の活動（作為または不作為 32）から生じる負の影響または結果を意味す
る。行動指針が求める悪影響の回避とこれへの対処という責任を果たすには、その活動
がもたらす有害な影響または負の結果に対する措置（デュー・ディリジェンス）をとる必要
がある。これは企業が守らなかった場合に有害な、または他の負の結果 33をもたらし、ま
たはその危険性がある勧告にのみ適用される基本的責任である。企業が悪影響に関与
する可能性のない勧告（多国籍企業に対し、受入国の公的な研究機関との連携を確立
するよう求める勧告など34）には適用されない。

囲み 2.2: 悪影響に対する責任についての追記
企業の責任はその「悪影響」によって判断されるという原則は、ビジネスと人権 35に関す
る国連の活動によって確立された。人権に関する企業の責任の限界は、その支配または
「影響力を行使できる範囲」の程度ではなく、その影響によって決まるというのが新しい解
釈である。行動指針の2011年改訂は、この原則を取り入れただけでなく、これを人権以
外の他の方針にも広げるという重大な前進を遂げた。

責任の限界を判断す
る基準が

「影響力を行使できる
範囲」から

「影響」に転換したの
は、労働者

にとって良いニュー
スだった。

企業の活動は従業
員、派遣・

季節労働者、サプラ
イチェーン

やフランチャイズの労
働者を問

わず、すべての種類の
労働者に

悪影響を及ぼす可能
性がある。

影響の範囲は雇用形
態とはか

かわりなく、また工場
内に限定

されるものでもない。
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囲み2.3: 責任の範囲が広がった実例 36 

2012年9月、フランスの連絡窓口（NCP）は、児童労働を利用して収穫されたウズベキスタ
ン産の綿の貿易に企業が関与した場合、行動指針違反に該当するとの見方を示した。こ
の案件で名が挙がった企業自体は、近年、ウズベキスタン産の綿を購入していないので行
動指針違反にならないと判断した。ただし同国NCPは、悪影響の回避と対処についての
行動指針の規定を引用しつつ、この多国籍企業は同社のサプライチェーンにも責任を
負っていることを念押しした。そしてサプライヤーや取引の可能性のある事業体が綿花
の収穫に児童労働を利用しないよう徹底するため、デュー・ディリジェンスを行い、その
内容をNCPに報告するよう勧告した。

囲み2.4:「人権への悪影響」とはなにか？ 40 

国連は「人権への悪影響」について、「ある行動によって個人がその人権を行使する能力
を剥奪または制限される場合」に発生すると定義している。

2.2.2 悪影響を回避し、対処する責任の範囲はどこまでなのか？
多国籍企業は自社が関与した悪影響について、サプライチェーンや取引関係を含め、

どこで発生したかにかかわらず、これを回避し、対処する責任がある。多国籍企業の責任
の範囲は大きく広がり（囲み2.3参照）、取引先に行動指針に沿った慣行を奨励する（第
2部1参照）だけではすまなくなった。

2.2.3 多国籍企業が回避、対処しなければならないのはどのような悪影響か？ 

行動指針に基づき、多国籍企業は以下を回避し、これに対処しなければならない。

• 行動指針の対象となる事項に対する悪影響 

• 人権への悪影響 

2.2.3.1 行動指針の対象となる事項に対する悪影響
行動指針の第Ⅱ章は、多国籍企業の一般的責任として、行動指針の対象となるあら

ゆる事項に対する悪影響への関与を回避するとともに、悪影響が発生 37した場合はこれ
に対処しなければならないと定めている。この一般的責任は、第Ⅸ章「科学及び技術」、
第X章「競争」、第Xi章「納税」を除くすべての章（「雇用及び労使関係」を含む）に適用
される38。

2.2.3.2 人権への悪影響
行動指針第Ⅳ章は、多国籍企業が負うべき人権尊重という特別な責任についても定め

ている。つまり多国籍企業は、労働者を含む他者の人権の侵害を回避し、自社が人権へ
の悪影響に関与した場合は、これに対処するための措置をとるべきだとしている（囲み2.4

参照）。人権尊重という企業の責任は、受入国が人権関連の諸条約に署名しているか否
か、また人権尊重の義務を果たす能力や意思があるか否かにかかわりなく存在するもので
あり、国際的に認知されたあらゆる人権が対象になる（次ページ参照）39。
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人権尊重という企業責任

新しいグローバル・スタンダード
人権は人間である限りすべての人に属する。それ

は人種、宗教、国籍、民族、性別、性的特質、障がい、
その他あらゆる状態を問わず適用される。従来、人
権尊重のための国際的な法体系は人権に関する義
務を国家に負わせており、企業などの非国家的主体
には負わせていなかった。それが変化し始めたのは
1970年代で、1976年のOECD多国籍企業行動指
針、1977年のILO「多国籍企業及び社会政策に関す
る原則の三者宣言」の採択と軌を一にしている。だ
が企業の責任を定めた総合的な国際的人権基準
は、2011年に国連人権理事会が「ビジネスと人権に
関する指導原則」（第5部3参照）を承認するまで存
在しなかった。この指導原則は国連の「保護、尊重
及び救済」枠組みを実行するための文書で、この枠
組みは3つの柱からなる。第1が人権を保護すると
いう国家の義務、第2が人権を尊重するという企業
の責任、第3が救済手段の利用である41。人権尊重
という企業責任は、事業の場所にかかわらず企業に
期待される行動についての新しい世界的基準であ
る。その概念と勧告が2011年改訂版行動指針の新
たな章（第Ⅳ章「人権」）に組み入れられた。

企業は、どの権利を尊重し、あるいは尊重しないか
を選べない。現実にはリスクのもっとも高い国や業
種や製品に、あるいはもっとも深刻な悪影響に集中
せざるを得ないとしても、企業は国際的に認知された
あらゆる権利に悪影響を与える可能性があることを
行動指針は明確に指摘している。したがって企業が
尊重すべき責任はあらゆる人権に及ぶのである。行
動指針は、少なくとも以下の一般的文書に明記され
た国際的に認知された権利、及び基本的人権に関す
る諸原則を尊重するよう勧告している。

• 世界人権宣言（1948年）

• 市民的及び政治的権利に関する国際規約（1966
年）

• 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規
約（1966年）

•　労働における基本的原則及び権利に関するILO
宣言（1998年）

さらに行動指針は、女性、子ども、移民労働者とそ
の家族、または国もしくは民族、宗教、言語的な少数
派に帰属する人々、及び障がい者、先住民など、特定
のグループや集団への悪影響に企業が関与した場
合、それぞれの分野の国際的に認知された権利を定
めた以下の専門的基準を考慮に入れるべきであると
強調している42。

•　女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す
る条約（1979年）

•　児童の権利に関する条約（1989年）

•　すべての移住労働者及びその家族の構成員の権
利の保護に関する国際条約（1990年）

•　民族的又は種族的、宗教的及び言語的少数者に
属する者の権利に関する宣言（1992年）

•　障害者の権利に関する条約（2006年）

•　先住民族の権利に関する国際連合宣言」（2007
年）

「人権の尊重は、企業に期待される行動の
世界標準であり、人権保護の義務を果たす
国家の能力及び／又は意思とは独立して存
在し、それらの義務を軽減しない」

─ OECD多国籍企業行動指針 
　第Ⅳ章「人権」に関する注釈  
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図表2.1: 悪影響に対する責任

悪影響に対する責任 

悪影響を引き起こす 悪影響の一因となる
取引関係を通じて
自社の事業、

製品またはサービスが
悪影響と結びつく

有害な慣行を是正することで
悪影響を停止または防止し、
実際の影響を改善する

影響力を行使して
取引先の有害な慣行を是正させ、
悪影響を緩和または防止する

2.2.4 多国籍企業はどのように悪影響に関与するのか？
行動指針は多国籍企業が悪影響に関与する可能性のある3つの方法を示している。

a. 引き起こす：企業は、サプライチェーン（フランチャイズ、ライセンス供与、下請契約など）を
含む自社の活動を通して、悪影響を引き起こす可能性がある43。

b. 一因となる： 企業は、サプライチェーン（フランチャイズ、ライセンス供与、下請契約など）を
含む自社の活動を通じて、悪影響の一因となる可能性がある。 

c. 悪影響に結びつく：取引関係（取引先、サプライチェーンの事業体、その他の民間または
国の事業体）を通じて多国籍企業の事業、製品またはサービスが悪影響と結びつく場合があ
る44。

 

2.2.5 悪影響の回避と対処のために多国籍企業は何をすべきか？
悪影響の回避及び対処のために多国籍企業がなすべきことは、その関与の程度に

よって決まる。 

a. 停止、防止、救済：多国籍企業が悪影響を引き起こし、または引き起こすリスクがある場合、
すでに発生したものに対してはこれを停止し、発生する前であれば防止するための措置をとる
べきである。重要なのは、悪影響からの（誠実な）「救済」を実現することである（第2部2.6参
照）。 

b. 停止、防止、救済及び影響力の行使：多国籍企業が悪影響の一因となり、または一因と
なるリスクがある場合、すでに発生したものに対しては一因となることを停止し、発生する前で
あればこれを防止する措置をとるべきである。また、自社が保持するあらゆる力（「影響力」）を
行使して、他の事業体の有害な慣行を是正させることにより、悪影響を「緩和」（「減少」）また
は防止すべきである。多国籍企業は自社が一因となった悪影響からの「救済」を実現すべき
である。

c. 影響力の行使：実際の、または潜在的な悪影響が、取引関係を通じて多国籍企業の事業、
製品またはサービスと結びついている場合、多国籍企業は自社の「影響力」を行使して他の事
業体の不正な慣行を是正させることにより、悪影響を「緩和」または防止すべきである。

取引先に対する多国
籍企

業の影響力の程度は
、悪影

響に対処するという多
国籍

企業の責任の有無を
左右

しない。責任は自社
がもた

らす影響によって決ま
る。
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図表 2.2: 悪影響に対する責任について理解する
関与の内容 具体例 判断基準 とるべき対応

1. 事業の所有者：直接的影響力

1.A. 悪影響を 
引き起こしている。

多国籍企業内で反組合
キャンペーンを行う。

反組合的慣行をやめて
悪影響を停止または防
止する能力がある。

実際の影響に対して
停止：労働者の団結権を阻害する有害な慣行をすべて停止する。
救済 45： 
- 労働組合が嫌がらせや報復や介入なしに自由に組合を結成できるよう保障する。
- 労働組合に協約の締結権を認める。

潜在的影響に対して
防止：
‐ 結社の自由と団体交渉権を認めることを明記した方針書を作成し、最高幹部
が署名して公表する。

‐ 労働者及び労働組合の参加の下で、人権デュー・ディリジェンスを継続的に
実行する。

‐ 団結権を保障する。
‐ 結社の自由と団体交渉権について経営陣に教育する。

2. サプライチェーンと取引関係：間接的影響

2A. 悪影響の 
一因となっている46。 

複数の多国籍企業（ブラ
ンド）に電子部品を供給し
ている事業体が、過剰な
時間外労働を強制し、時
間外労働手当を支払って
いない。

多国籍企業には、自社
の慣行を是正すること
で、悪影響の全部では
ないが一部を停止また
は防止する能力がある。

実際の影響に対して
停止：自社の有害な購買方針をやめる。
救済：
‐ 時間外労働に対する違法な未払い分を支払う。
‐ 労働時間を短縮する。
‐ 定期的な休憩時間を導入する。
影響力の行使と拡大
‐ 影響力を行使して、サプライヤーに強制的な時間外労働を促す労働慣行を是
正させる。

‐ 他のブランドと協力することで影響力を拡大し、各社に購買方針の変更を促す。

潜在的影響に対して
防止：
‐ 人権に関する会社方針を公表する。
‐ 購買を含むあらゆる会社方針と手続の中に人権方針を組み込む。
‐ 労働者及び労働組合とともに人権デュー・ディリジェンスを実行する。
‐ 低賃金を是正し、生活賃金の確保に寄与する。

2.B. 取引関係により自社の事
業、製品またはサービスが悪影
響と結びついている。

販売会社にTシャツを供
給している業者が、他方で
靴の生産も手掛けており、
そこで児童労働が行われ
ている。

多国籍企業は児童労
働を引き起こさず、その
一因にもなっていない
が、取引関係によってこ
れに結びついている。

影響力の行使と拡大
‐ 影響力を行使して、サプライヤーに有害な慣行を是正させ、児童労働の利用を
やめさせる。

‐ サプライヤーが児童労働の利用をやめない場合は取引関係を打ち切る。

行動指針は、悪影響
の

「一因となる」とは、他
の

事業体が悪影響を引
き

起こすことをもたらし
、

促進し又は誘発する
行

為であると説明して
い

る。深刻でない又は
軽

微な要因は含まない。

囲み 2.5: 「救済」とは何か？47

救済とは、「悪影響に対する救済手続」及び「悪影響を相殺（または補償）できる実
質的な結果」の両方を意味する。

2.2.6 救済手続を提供すべき多国籍企業の責任とは？
救済とは、救済手続を整えること、または救済そのものを意味する（囲み2.5参照）。
多国籍企業は行動指針に基づき、正当な救済手続を整える48か、またはこれに協力する
とともに、自社が引き起こし、または一因となった実際の悪影響については、これを救済し
なければならない49。
救済の手続としては、企業が運用レベルでの苦情処理の仕組みを設立し、これによって

人権への悪影響を受ける恐れのある個人との対話または関与を促すことが考えられる。



The Oecd Guidelines fOr MulTinaTiOnal enTerprises    Trade uniOn Guide          19

苦情処理の仕組みは、正規の手続を踏み、透明で、利用可能で、予測可能で、公平な
ものでなければならない50。行動指針は、こうした苦情処理制度が労働関連の紛争の
解決にあたる労働組合の役割を減ずるものであってはならないことを強調している51。

行動指針には明記していないが、救済方法には謝罪、金銭的または非金銭的補償、
悪影響の再発防止のための差止命令などがある（囲み2.6参照）。

囲み 2.6: 「救済」の例 52

考えられる救済方法
• 謝罪
• 原状回復
• 復権
• 金銭的または非金銭的補償
• 懲罰措置（刑事罰、または罰金などの行政処分）
• 再発防止の差止命令または保証による損害防止

2.2.7 影響力を行使すべき多国籍企業の責任とは？
多国籍企業が悪影響の一因となるか、または取引関係を通じてその事業、製品もしく

はサービスが悪影響と結びついている場合、多国籍企業にはその力（影響力）を行使し
て他の事業体に不正な慣行を是正させ、悪影響の程度またはリスクを低下させる（「緩
和」）という責任が生じる（囲み2.7、2.8参照）。

多国籍企業のもつ影響力は、以下の要因によって変化すると行動指針は認識している53。

•　製品の特質

•　サプライヤーの数

•　サプライチェーンの構造

•　契約内容

•　サプライヤーまたは取引先の重要性（合理的な代替品のない製品またはサービスを供給して
いるなど）

2.2.8 多国籍企業は取引先による悪影響にどう対応すべきか？
また行動指針は、取引先による悪影響に対し、多国籍企業が関係解消を含めてどう
対応すべきかは、以下の要因によって変わると認識している。

•　多国籍企業のもつ影響力の程度

•　悪影響の深刻度と蓋然性

•　多国籍企業にとっての取引先の重要度 54

•　関係解消を決定した場合に発生しうる社会的（人権を含む）及び経済的な悪影響 55

取引先による悪影響に対して多国籍企業がとるべき適切な対応について行動指針が
示している内容は、図表2.3及び図表2.4（詳細）のとおりである56。
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図表2.3: 「影響力」と「緩和」を理解する

悪影響に対する責任

取引関係を通じて事業、
製品またはサービスが
悪影響に結びついている。

影響力を行使して
取引先の不正な慣行を是正させ、
悪影響を緩和または防止する。

リスク緩和の期間中、
取引先との関係は継続する。

リスク緩和の期間中、
取引先との関係を停止する。

悪影響の深刻度と、
関係解消による社会、人権、
経済への影響を考慮し、

緩和が不可能な場合には関係を解消する。

行動指針は、金融業を
含む

あらゆる業種に適用
され

る。したがって年金基
金な

どの金融機関は、自身
の影

響力を行使して投資
先企

業に悪影響を解消さ
せな

ければならない。

図表2.4: 取引先による悪影響を解消する57

影響力が及ぶ場合 影響力が及ばない場合

重要な取引先 A

• 悪影響が継続または再発するリ
スクを緩和する。 

• 成果がなかった場合。

B

• 影響力の拡大に努力する。
• それが成功した場合、悪影響が継続ま
たは再発するリスクの緩和に努める。

• それが成功しなかった場合、関係の解
消を検討する。その際、以下を考慮する。
（1） 関係解消による社会的、経済的 

悪影響
（2） 影響の深刻度

それほど重要で
はない取引先

C

• 悪影響が継続または再発するリ
スクの緩和に努める。

• その成果がなかった場合、関係
解消による社会的、経済的悪影
響の可能性を考慮しつつ、関係
解消の措置をとる。

D

• 影響力を拡大して、悪影響が継続また
は再発するリスクを緩和する選択肢が
ないかを合理的に調査する。

• それが不可能か、成果がなかった場
合、関係解消を検討する。
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囲み 2.7:  「影響力」とはなにか？58

影響力とは、（人権への）悪影響を引き起こしている事業体の不正な慣行を是正させうる
企業の能力である。

囲み 2.8: 「緩和」とはなにか？59

実際の悪影響に対して：「緩和」とは、人権に対する実際の悪影響について、救済が必要
な残存する影響も含め、その程度を低下させるためにとる措置のことである。
潜在的悪影響に対して：「リスクの緩和」とは、人権への特定の悪影響が発生する可能性
を低下させるためにとる措置のことである。

囲み 2.9: 「デュー・ディリジェンス」とはなにか？60

行動指針は「デュー・ディリジェンス」の定義を「企業の意思決定及びリスク管理システ
ムに欠くことのできない部分であり、企業が実際の及び潜在的な悪影響を特定し、防止
し、緩和し、どのように対処したかについて説明することを可能とするプロセス」としている。

2.2.9 デュー・ディリジェンスを実施すべき多国籍企業の責任とはなにか？
行動指針によると、多国籍企業はデュー・ディリジェンスを実行することで、以下を回
避し、これに対処する責任を果たさなければならない。
‐行動指針の対象となっている事項への悪影響
‐人権への悪影響

2.2.9.1 行動指針の対象事項への悪影響に対するデュー・ディリジェンス
行動指針第Ⅱ章「一般方針」は、多国籍企業には行動指針の対象事項に対する悪
影響を回避し、また自社が関与している悪影響に対処するという責任を果たしているこ
とを「認識し、証明する」という一般的責任があると明記している。具体的には、リスク
管理システムを導入し、これによって発生しているリスクを把握し、発生した実際の悪影
響を特定し、リスクへの対処法の検討に必要な情報を収集することを意味する。その
過程が「デュー・ディリジェンス」と呼ばれるものである（囲み2.9参照）61。

2.2.9.2 人権デュー・ディリジェンス
行動指針第Ⅳ章「人権」は、悪影響の回避と対処という責任の一環として、多国籍企
業には「人権デュー・ディリジェンス」62を実施するという特別な責任があるとしている。
そして、そのための主な取り組みを明らかにしている（囲み2.10参照）。詳細は図表2.5

に示したとおりである。

行動指針に基づくデ
ュー・

ディリジェンスが焦点
を合

わせるべき企業活動
のリス

クとは、企業自体へ
のリス

クではなく、環境、地
域社

会、権利保持者、労
働者、

消費者など社会全般
に与

えるリスクである。
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図表 2.5: 人権デュー・ディリジェンスを理解する 64

人権デュー・ディリジェンス TUAcの注記

範囲：人権デュー・ディ
リジェンスの範囲はどのよ
うに決定されるか？

悪影響の内容を特定する
• 多国籍企業が引き起こした
• 多国籍企業が一因となった
• 取引関係を通じて、多国籍企業の事業、製品またはサービス
と結びついた

本「ガイド」第2部2.4～2.5参照

強度：人権デュー・ディ
リジェンスの強度は何に
よって決まるか？

• 実際のまたは潜在的な悪影響の深刻度
• 事業の性質とその態様（国、地域、業種または製品）
• 企業規模

デュー・ディリジェンスの強度は、悪影響の深刻
度によって決めるべきである。

特徴：人権デュー・ディ
リジェンスの特徴とは何
か？

• 企業の活動が、企業自体ではなく権利保持者に与えるリスク
に焦点を合わせている 

• 継続的に実行される65 

• 利害関係者が関与する

権利保持者には労働者が含まれる。

悪影響のリスクは時間とともに変化するため、
デュー・ディリジェンスは継続的に実行すべき。
人権デュー・ディリジェンスには、影響を受ける可
能性のある個人とその正当な代表者を関与させ
なければならない66。そこには労働者と労働組合
が含まれる。

段階：人権デュー・ディ
リジェンスはどのような段
階を踏んで実施されるの
か？

1. 人権尊重という方針を対外的に公約する67 
 
 

2. 公約した方針を全社に浸透させる69 
 
 

3. 実際の、及び潜在的な悪影響を特定する70 
 
 

4. その結果をとりまとめ、悪影響の回避と対処の措置をとる 
 
 

5. 悪影響を引き起こし、またはその一因となった場合は実際の
影響を救済する 
 

6. 対応の成果を追跡調査する 
 
 

7. 悪影響にいかに対処したかを公表する

人権尊重の方針は、関係する社内外の専門家の
意見を聴いたうえ、最高幹部段階で承認され、社
内外に公表されなければならない68。

人権尊重の方針は事業方針と手続に反映されな
ければならない。その作業は経営トップの主導で
実行されなければならない。

責任者を指名し、方針決定の手続を定める71。取
引先による悪影響への対応については図表2.3と
図表2.4に記している。

実際の悪影響に対して、自社で、または他の主体
と協力して、救済に取り組まなければならない（第
2部2.6参照）。

対応の成果を追跡調査するには、一定の指標を
確立し、影響を受けた利害関係者からのフィード
バックを得る必要がある72。

十分な情報を、定期的に、かつ取得可能な状態で
提供しなければならない73。

国際産業別組織（GUFs）と多

国籍企業間で結ばれ
た世界的

協定である「国際枠
組み協約

（グローバル枠組み
協定）」は、

デュー・ディリジェンス
の全段階

において、悪影響に関
する情報

を提供し、対応策の追
跡調査の

手段となり、救済の仕
組みを提

起するといった役割を
果たせる。

囲み 2.10: 「人権デュー・ディリジェンス」とはなにか？63

行動指針は人権デュー・ディリジェンスの定義を「人権への実際の及び潜在的な影響の
評価、調査結果のとりまとめ及びそれへの働きかけ、対応についての追跡調査、並びにどの
ように影響が対処されたかについての伝達」のプロセスとしている。
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2.3 労働者に対する責任
行動指針の勧告は、さまざまな種類の労働者（「従業員」「労働者」「～に雇用された
労働者」）に言及している。つまり、特定の種類の労働者が行動指針の対象になってい
るかどうかは勧告によって異なるということである。一般に、勧告は「すべての労働者」、
または派遣・契約労働者を含む「多国籍企業と雇用関係にあると認められる労働者」
に適用される（囲み2.11参照）。
ただし、発生した場所に関わりなく悪影響（行動指針の対象となる事項に関する）へ
の関与を回避し、これに対処するという多国籍企業の基本的責任は、サプライチェーン
や他の取引関係の労働者に対する責任ともなる（多国籍企業による悪影響への潜在的
関与に関する諸勧告）。具体的には、フランチャイズ、ライセンス供与、下請契約 74、及び
取引関係にある他の民間または国の事業体の取引先の労働者などである75。行動指
針で新たに拡大された、多国籍企業の労働者に対する責任については、図表2.6にまと
めている。
 

 

囲み 2.11: 労働者に対する責任についての追記：間接雇用
行動指針第Ⅴ章「雇用及び労使関係」は、「多国籍企業によって雇用される労働者」及び
「当該企業が雇用する労働者」76との表現を使っている。同章の注釈では、それが「多国
籍企業と雇用関係にある」77労働者を指すとし、また「第Ⅴ章の下での責任範囲を理解し
たいと望む企業は、行動指針の文脈における雇用関係の存在を決定するためには、2006

年のILO第198号勧告の第第13段落 (a)及び (b)で示されている限定的な一連の指標
が有用なガイダンスを提供することに気付くだろう」78と述べている。その指標とは以下の
ことを指す。

ILO第198号勧告
13 (a 仕事が他の当事者の指示及び管理の下で行われていること、仕事が事業体組織

への労働者の統合を含むものであること、仕事が他の者の利益のために専ら若し
くは主として遂行されていること、仕事が労働者自身で行われなければならないも
のであること、仕事がこれを依頼する当事者が指定若しくは同意した具体的な労
働時間内若しくは職場で行われていること、仕事が特定の存続期間及び一定の
継続性を有したものであること、仕事が労働者に対して就労可能な状況にあるこ
とを要求するものであること、又は仕事がこれを依頼する当事者による道具、材料
及び機械の提供を含むものであること。

 (b 労働者に対する定期的な報酬の支払があること、当該報酬が労働者の唯一若し
くは主な収入源となっていること、食糧、宿泊及び輸送等の現物による供与があ
ること、週休及び年次休暇等についての権利が認められていること、労働者が仕
事を遂行するために行う出張に対して当該仕事を依頼する当事者による支払が
あること、又は労働者にとって金銭上の危険がないこと。

第Ⅴ章の注釈は、多国籍企業は「偽装された雇用慣行を支持、奨励、参加することのな
いよう」期待されているとも述べている79。
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労働者が対象となる主な勧告 労働者に対する多国籍企業の責任の程度
勧告が言及する労働者 悪影響の対象 80

第Ⅱ章「一般方針」
a.4.　「人的資本の形成を、特に雇用機会の創出と従業員のための訓練
機会の増進によって、奨励する」
（注釈によると、この勧告には訓練及び従業員能力開発、ならびに採用と
昇進における「非差別の概念」も含まれている。多国籍企業が悪影響
に関与する可能性があるのは、後者に関してだけである）81

従業員 サプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍企業が
引き起こし、一因となり、または結びつく形で、差別的な雇
用及び昇進慣行の悪影響を受ける可能性のあるすべて
の労働者 82。

a.8.　「訓練プログラムを含む適切な普及方法を通じ、会社の方針が多
国籍企業に雇用された労働者に認識され遵守されることを促進する」

ilO第198号勧告の定義に従い、契
約・派遣労働者を含めて多国籍企
業と雇用関係にある労働者（囲み
2.11参照）。

サプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍企業が
引き起こし、一因となり、または結びつく形で、人権、安全
衛生などに関する方針の普及と訓練がなされなかった
結果、悪影響を受ける可能性のあるすべての労働者。

a.9.　「法律、行動指針又は企業の方針に違反する慣行について、経営
陣又は適当な場合には所管官庁に善意の通報を行った労働者に対し
て、差別的又は懲戒的な行動をとることは慎む」

労働者 サプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍企業が
引き起こし、一因となり、または結びつく形で、内部通報者
の活動の保護がなされなかった結果、悪影響を受ける可
能性のあるすべての労働者。

第Ⅴ章「雇用及び労使関係」
1.(a)　「多国籍企業によって雇用される労働者が、労働組合及び自らの
選択による代表組織を設立し又はそれに参加する権利を尊重する」

ilO第198号勧告の定義に従い、契
約・派遣労働者を含む多国籍企業
と雇用関係にある労働者（囲み2.11
参照）。

サプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍企業が
引き起こし、一因となり、または結びつく形で、団結権及び
団体交渉権の侵害が発生した結果、影響を受ける可能
性のあるすべての労働者。1.(b)　「多国籍企業によって雇用される労働者が、労働組合及び団体

交渉の目的のために認められている自ら選択する代表組織を有する権利
を尊重し、建設的な交渉を行う」

1.(c)　「児童労働の実効的な廃止に貢献するとともに、緊急の事項とし
て、最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃の確保のため、即時かつ実
効的な措置をとる」
（注釈の説明によれば、この勧告は貧困の根本的原因の除去と、児童の
教育水準の向上のために多国籍企業が果たしうる積極的役割に触れた
ものである。それは単なる悪影響の回避と対処を超える。）

児童労働の実効的廃止のための対
策により、その恩恵を受ける可能性
のあるあらゆる児童。

多国籍企業が引き起こし、一因となり、または結びついて
いるすべての児童労働。

1.(d)　「あらゆる形態の強制労働の撤廃に貢献するとともに、事業活動
において強制労働が存在しないことを確保するために適当な措置をとる」

自社の事業内を含め、あらゆる形態
の強制労働の廃絶に向けた対策に
より、その恩恵を受ける可能性のある
あらゆる労働者。

多国籍企業が引き起こし、一因となり、または結びついて
いる強制労働の影響を受ける可能性のあるすべての労働
者。

1.(e)　「事業活動全体を通じ、雇用における機会及び待遇の均等原則
に則るとともに、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、出身国、社会的
出自又はその他の状況等に基づき、労働者を雇用又は職業において差
別しない」

労働者 自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びついている非
差別の権利の侵害によって影響を受ける可能性のあるす
べての労働者。

2.(a)　「労働者の代表に対し、有効な労働協約の作成を助けるために必
要となるような便宜を提供する」

労働者 便宜供与の欠如によって生じた団体交渉権の侵害（自
社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍企
業が引き起こし、一因となり、または結びついているもの）
によって影響を受ける可能性のあるすべての労働者。

2.(b)　「労働者の代表に対し、雇用条件に関する有意義な交渉のために
必要な情報を提供する」

労働者 情報提供の欠如による団体交渉権の侵害（自社のサプ
ライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍企業が引き
起こし、一因となり、または結びついているもの）によって
影響を受ける可能性のあるすべての労働者。

2.(c)　「労働者及びその代表に対し、これらの者が当該事業体の、又は
適当な場合には企業全体の業績に関して真正かつ公正な見解を持ち得
るような情報を提供する」

労働者 企業の業績に関する十分な情報提供の欠如（自社のサ
プライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍企業が引
き起こし、一因となり、または結びついているもの）によって
悪影響を受ける可能性のあるすべての労働者。

3．「労使の相互の関心事項について、使用者と労働者及びその代表と
の間の協議及び協力を促進する」

労働者 相互の関心事項に関する協議の欠如（自社のサプライ
チェーンや他の取引関係を含め、多国籍企業が引き起こ
し、一因となり、または結びついているもの）によって悪影
響を受ける可能性のあるすべての労働者。

4.(a)　「受入国の類似の使用者が遵守している雇用及び労使関係の基
準よりも低くない基準を遵守する」

労働者 自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、受入
国が遵守している水準に劣らない雇用・労使関係基準
が遵守されなかった結果、悪影響を受ける可能性のある
すべての労働者。

4.(b)　「多国籍企業が発展途上国で事業活動を行う際、比較可能な使
用者が存在していないような場合は、政府の政策の枠内で、できる限りよ
い賃金、給付及び労働条件を提供する。これらは当該企業の経済的地
位に関係することであるが、少なくとも、労働者及びその家族の基本的
ニーズを充足するのに十分なものであるべきである」

労働者 自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、労働
者とその家族の基本的ニーズを満たすのに十分な賃金
が支払われなかった結果、悪影響を受ける可能性のある
すべての労働者。

図表 2.6: どのような労働者が対象になるのか？
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労働者が対象となる主な勧告 労働者に対する多国籍企業の責任の程度
勧告が言及する労働者 悪影響の対象 80

4.(c)　「事業活動において、職業上の健康及び安全を確保するため、適
切な措置を実施する」

労働者 自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、職業
上の健康及び安全が確保されなかった結果、悪影響を
受ける可能性のあるすべての労働者。

5.　「事業活動において、最大限実行可能な限度において、現地の労働
者を雇用し、技術水準の向上を目的として、労働者の代表及び適当な場
合には関係の政府当局と協力しつつ、訓練を提供する」

労働者 自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、均等
な訓練機会が確保されなかった結果、悪影響を受ける可
能性のあるすべての労働者 83。

6.　「雇用に重大な影響を及ぼすような事業活動の変更、特に、集団的
なレイオフ又は解雇を伴う事業体の閉鎖を検討するにあたっては、当該
企業が雇用する労働者及びその団体の代表、及び適当な場合には、関
係の政府当局に対し、かかる変更に関する合理的な予告を行い、また最
大限実行可能な限度において、悪影響を緩和するため労働者の代表及
び所管の政府当局と協力する」

ilO第198号勧告の定義に従い、契
約・派遣労働者を含めて多国籍企
業と雇用関係にある労働者（囲み
2.11参照）。

自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、事業
体の再編または閉鎖の影響を緩和するための有意義な
協力の機会が提供されなかった結果、雇用への悪影響
を受ける可能性のあるすべての労働者。

7.　「雇用条件に関して労働者の代表との誠実な交渉を行うにあたり、
又は労働者が団結権を行使している間は、交渉に不当な影響を与え又
は団結権の行使を妨げるために、事業活動の単位の全部又は一部を当
該国から移転するとの威嚇は行わず、また、他国内にある企業の事業体
からの労働者移転は行わない」

労働者 自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、事
業、または誠実に交渉を行っている労働者を移転すると
の威嚇が行われた結果、悪影響を受ける可能性のあるす
べての労働者。

8.　「当該企業が雇用する労働者の正当な代表者が、交渉事項につき決
定する権限を有する経営者側の代表と、団体交渉又は労使関係の問題
についての交渉を行い、労使相互の関心事項について協議することを可
能にする」

ilO第198号勧告の定義に従い、契
約・派遣労働者を含めて多国籍企
業と雇用関係にある労働者（囲み
2.11参照）。

自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、団体
交渉権が侵害された結果、影響を受ける可能性のあるす
べての労働者。

第Ⅵ章「環境」
7.　「有害物質の取扱い及び環境事故の防止を含め、環境、健康及び
安全に関する事項につき、また、例えば環境影響評価手続、広報活動及
び環境技術等、より一般的な環境管理分野につき、労働者に対して適切
な教育と訓練を提供する」

労働者 自社のサプライチェーンや他の取引関係を含め、多国籍
企業が引き起こし、一因となり、または結びつく形で、環
境、健康及び安全に関する事項についての適切な教育と
訓練が行われなかった結果、悪影響を受ける可能性のあ
るすべての労働者。
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第3部 OECD多国籍企業 
行動指針を活用する 

第3部では行動指針を用いて対処できる
労働組合の問題を紹介する
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3.1 労働組合権

3.1.1 行動指針をどう活用できるか？
行動指針に基づく労働組合権関連の立ての多く（65%）

は、労働者の団結権または団体交渉権に関わる。従業員、
契約労働者、サプライチェーンの労働者が有する労働組合
権を保護するために行動指針を利用できる。 

3.1.2 行動指針が定める多国籍企業の責任とは？
行動指針は多国籍企業の責任を以下のように規定して

いる。 

•　労働者が労働組合を結成し加入する権利を尊重する

•　労働者の団体交渉権を尊重する

•　実効ある労働協約の作成のために便宜を図る

•　雇用条件についての交渉を有意義にするうえで必要な情報を
提供する

•　労働者の団結権及び団体交渉権などの尊重を含め、人権に
関する方針を公表する

•　労働者の団結権及び団体交渉権の侵害に関与しないよう、ま
た、サプライチェーン及び他の取引関係を含め、これらの権利
の侵害が発生した際に及ぼされる影響に対処するため、人権
デュー・ディリジェンスを実施する

•　人権デュー・ディリジェンスの実施に労働者と労働組合を参
加させる84

•　労働組合権の侵害を引き起こし、またはその一因となっている
悪習を廃止する

•　多国籍企業が実際に引き起こし、またはその一因となっている
労働組合権の侵害状況を改善する

•　多国籍企業が一因となり、または結びついている労働組合権
の侵害状況を取引先が改善もしくは緩和するよう影響力を行
使する

•　労働組合権の侵害にどう対処したかを報告する

囲み 3.2: 「労働組合権」の事例 
ベナンとカナダ 

2010年11月、国際食品関連産業労働組合連合会（IUF）
は、フランスのNCPに対し、ホテルチェーンのアコー社（AC

COR）がベナンとカナダで結社の自由の権利及び団体交
渉権を侵害しているとの申立てを行った。案件では、経
営者側が団体交渉への参加を拒否し、新たな賃金方針
を一方的に施行した。カナダの事例では、経営側が様々
な反労働組合活動を実施し、労働組合が未組織で労働
者側が組合の承認と交渉権を求めていた3軒のホテルで
組合員への報復措置が行われた。フランスNCPは申立
てを受理し、仲介・調停を行わずに事件の解決をめざし
た。最新情報をTUACのウェブサイトに掲載。

http://www.tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescr

iption.asp?id=142

囲み 3.1: 問題となる人権は？ 
労働組合権
結社の自由
市民的及び政治的権利に関する国際規約（iccpr）　第22条 85

労働における基本的原則及び権利に関するilO宣言（1998年）　第2条 86

団結権（労働組合の結成・加入の権利）
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（icescr）　第8条 87

団体交渉権
労働における基本的原則及び権利に関するilO宣言（1998年）　第2条

3.1.3 どのような問題に対処できるか？
行動指針を活用することで、以下のような問題に対処で

きる。

•　反労働組合キャンペーン

•　労働組合を結成し加入する労働者の権利への干渉

•　労働組合員に対する報復（労働時間の短縮、規律、雇用上の
差別、配属、解任、給与、各種給付、昇進、異動あるいは転勤、
期間満了、訓練、退職）（囲み3.2を参照）

•　企業による労働組合承認の拒否

•　企業による団体交渉への参加拒否（囲み3.2を参照）

•　企業が労働者代表に対し、雇用条件に関する有意義な交渉
のために必要な情報を提供しない場合
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囲み3.3: 多国籍行動指針の規定 
労働組合権
第 IV章　人権
1. 人権を尊重する。これは，企業は他者の人権侵害を避けるべきで
あり，企業が関与した人権への悪影響に対処すべきという意味で
ある。

2. 企業自身の活動の文脈において，人権への悪影響を引き起こす
又は一因となることを避けるとともに，そのような影響が生じた場
合には対処する。

3. 企業が人権への悪影響の一因となっていなくとも，取引関係によ
り，企業の事業活動，製品又はサービスに直接結び付いている場
合には，人権への悪影響を防止し又は緩和する方法を模索する。

4. 人権を尊重するための政策的なコミットメントを行う。
5. 企業の規模，事業の性質及び活動の文脈，並びに人権への悪影
響のリスクの重大性に応じて適切に人権デュー・ディリジェンスを
実施する。

6. 企業が人権への悪影響を引き起こした又は一因となったと特定
した際は，企業はそれらの悪影響からの救済において，正当な手
続を提供するかそれを通じた協力を行う。

第V章　雇用及び労使関係
1. a) 多国籍企業によって雇用される労働者が，労働組合及び自ら
の選択による代表組織を設立し又はそれに参加する権利を尊重
する。

1. b) 多国籍企業によって雇用される労働者が，労働組合及び団体
交渉の目的のために認められている自ら選択する代表組織を有す
る権利を尊重し，また，雇用に関する諸条件に関する協約を締結
することを目的として，個別的に又は使用者の団体を通じ，当該代
表と建設的な交渉を行う。

1. e） 事業活動全体を通じ，雇用における機会及び待遇の均等原
則に則るとともに、…人種，皮の色，性，宗教，政治的見解，出身
国，社会的出自又はその他の状況等に基づき，労働者を雇用又
は職業において差別しない88。

 第V章　第1e)段落に関する注釈
 8. 第1e) 段落における雇用及び職業に関する非差別の原則へ
の言及は，そうした原則が採用，配属，解任，給与及び各種給
付，昇進，異動又は転勤，期間満了，訓練，並びに退職といった
諸条件に適用されることを示している。1958年のilO第111号条
約，2000年の母性保護に関する第183号条約，1983年の雇用（
障害者）に関する第159号条約，1980年の高齢労働者に関する
第162号勧告及び2010年のhiV及びエイズと労働に関する第
200号勧告から得られる許容できない差別理由の一覧は，これ
らの理由に基づくいかなる差別，除外，選好も条約，勧告及び
規範に違反するとみなす。行動指針に照らし「その他の状況」と
いう用語は，労働組合活動，並びに，年齢，障害，妊娠，婚姻の
有無，性的指向又はhiVの状況等の個人の特質を意味する。第
2.a)労働者の代表に対し，有効な労働協約の作成を助けるため
に必要となるような便宜を提供する89。

2. a) 労働者の代表に対し，有効な労働協約の作成を助けるために
必要となるような便宜を提供する。

2. b) 労働者の代表に対し，雇用条件に関する有意義な交渉のため
に必要な情報を提供する。

8. 当該企業が雇用する労働者の正当な代表者が，交渉事項につき
決定する権限を有する経営者側の代表と，団体交渉又は労使関
係の問題についての交渉を行い，労使相互の関心事項について
協議することを可能にする。

囲み3.4: その他の文書の規定 
労働組合権
市民的及び政治的権利に関する国際規約（1966年）
第22条1　すべての者は、結社の自由についての権利を
有する。この権利には、自己の利益の保護のために労働
組合を結成し及びこれに加入する権利を含む。

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
（1966年）
第8条1. a) すべての者が労働組合を結成し…自ら選択す
る労働組合に加入する権利

労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言
（1998年）
第2条　誠意をもって、･･･基本的権利に関する原則、す
なわち下記 (a)以下を尊重し、促進し、かつ実現する

(a)　 結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認　･･･

ILO結社の自由及び団結権保護条約（1948年）（第87

号）90

ILO団結権及び団体交渉権条約（1949年）（第98号）91

ILO差別待遇（雇用及び職業）条約（1958年）(第111

号 )92

ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言
（1977年、2006年改定）93

労使関係：第41～56条

•　実効ある労働協約の作成のために労働者代表に便宜が図ら
れない場合

•　人権デュー・ディリジェンスが実施されない場合

3.1.4 関連する規定は？
行動指針の関連規定を囲み3.3に抜粋した。

•　第 iV章（人権）：すべての条項

•　第V章（雇用及び労使関係）： 段落1.a)、1.b)、1.e)、2.a)、2.b)、8

その他の関連文書及び条項については、囲み3.4を参照
のこと。
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3.2 事業再編・閉鎖
3.2.1 行動指針をどう活用できるか？ 

行動指針に基づく労働組合からの申立てのおよそ3分の
1（30%）は、事業体・事業部門の再編あるいは閉鎖に関
するもので、企業が労働者や労働組合に相談しなかった、
情報提供を行わなかった、しかるべき通知が行われなかっ
たといった事例が含まれる。

3.2.2 行動指針が定める多国籍企業の責任とは？
行動指針は、多国籍企業の責任を以下のように規定し

ている。

•　労働者及びその代表に対し、事業体または企業全体の業績に
ついて、真正かつ公正な見解を持ちうるような情報を提供する

•　企業全体、また事業分野・地域毎の活動、組織構造、財務状
況及び業績について、時宜を得た正確な情報の開示を行う

•　労使の相互の関心事項について、使用者と労働者の間の協議
及び協力を促進する

•　雇用に重大な影響を及ぼすような事業活動の変更について、
労働者及び労働組合に対して合理的な事前通知を行う

•　事業再編・閉鎖が雇用に与える悪影響を緩和するため、事前
通知を含め、労働者及び政府の代表者と有意義な協力を行う
機会を提供する

•　サプライチェーン内及び他の取引関係を含めて、事業再編・
閉鎖に起因する雇用への悪影響を回避し、これに対処するた
め、デュー・ディリジェンスを実施する

•　多国籍企業が実際に引き起こしている、または一因となってい

る事業再編・閉鎖に起因する雇用への悪影響を、サプライ
チェーン内のものを含めて改善する

•　多国籍企業がその一因となり、あるいは結びついている事業再
編・閉鎖に起因する雇用への悪影響を取引先が緩和するよう
影響力を行使する

3.2.3 どのような問題に対処できるか？
行動指針を活用することで、以下のような問題に対処で

きる。

•　事業体・企業の業績について情報が提供されない

•　事業再編・閉鎖について事前通知が行われない

•　事業再編・閉鎖が労働者の雇用に与える悪影響を特定し、こ
れに対処するためのデュー・ディリジェンスが実施されない

•　事業再編・閉鎖による雇用への悪影響を緩和するための労

ILO 多国籍企業宣言は，
行動指針をより綿密に理解するのに役立つ。
– OECD多国籍企業行動指針 第V章雇用及び労使関係に関する
注釈

囲み 3.5: 「事業再編・閉鎖」の事例  
ペルー 94

2009年3月、ペルー女性炭鉱労働者全国組合と、ペルー
のナショナルセンターCUTは、同国のNCPに対し、スイス
の多国籍企業グレンコアの子会社、ペルバール社が所有
するロサウラ採鉱所で47名の契約炭鉱労働者が解雇さ
れた問題について申立てを行った。申立てでは、ペルバー
ル社が解雇決定に際して労働者に通知や相談を行わな
かったこと、ロサウラでの操業を終了する理由が説明され
なかったことが問題とされた。ペルーNCPは、他の訴訟
手続が進行中であったことを理由に訴えを却下したが（第
4部1.1を参照）、法的手続を通じて仲介・調停が行われ
るよう図った。
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囲み3.6: 「事業再編・閉鎖」の事例　 
ベルギー 95 

2011年1月、ベルギーのNCPは、警備会社のブリンクス社
が労働者代表に対して、同社の事業再編に関して適切な
情報提供を行わず、またブリンクス・ベルギーの一部売却
に関して合理的な通知を行っていなかった事実を確認し
た。ベルギーNCPはブリンクス・グループに対し、グルー
プ内のすべての会社で行動指針、とりわけ、時宜を得た透
明性のある方法による経済・財政情報の開示に関する条
項が尊重されるようにすべきであるとの勧告を行った。

働組合との協力が行われない

•　多国籍企業が雇用への悪影響を引き起こし、またはその一因
となった事例で改善が図られない

•　多国籍企業がその一因となり、あるいは結びついている雇用へ
の悪影響を取引先が緩和するよう影響力を行使しなかった

3.2.4 関連する規定は？
行動指針の関連規定を囲み3.7に抜粋した。 

•　第 ii章（一般方針）： 第 ii章（一般方針）： 段落a. 10、a. 11、
a. 12

•　第 iii章（情報開示）：段落1

•　第V章（雇用及び労使関係）：段落2.c)、3、6
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囲み3.7: 多国籍企業行動指針の規定　 
事業再編・閉鎖
第 II章　一般方針
a. 10. 第11 段落及び第12 段落で記述されているように，実際の及
び潜在的な悪影響を特定し，防止し，緩和するため，例えば企業のリ
スク管理システムに統合することにより，リスクに基づいたデュー・ディ
リジェンスを実施し，これらの悪影響にどのように対処したか説明す
る…。

a. 11. 自企業の活動を通じ，行動指針に規定されている事柄に対し
て，悪影響を引き起こす又は一因となることを回避し，そのような悪
影響が生じた場合には対処する。

 第II章 A. 11 段落に関する注釈
 17. 行動指針の対象となっている事項に関する悪影響を自らの
活動を通じて引き起こす又は一因となることを避けることには，
サプライチェーンにおける自らの活動を含む。サプライチェーンに
おける関係は，例えば，フランチャイズ，ライセンス供与又は下請
契約等を含む様 な々形を取る。

a. 12. 悪影響の一因となっていなくても，取引関係によって，そうした
悪影響が自らの事業，製品又はサービスに直接的に結び付いてい
る場合には，悪影響の防止又は緩和を求める。これは，悪影響を引
き起こした事業体から，取引関係を持つ企業に責任を転嫁すること
を意図していない。

 第II章 A. 12段落に関する注釈
 14. 「取引関係」とは，取引先，サプライチェーンの事業体，並び
に事業活動，製品又はサービスに直接結び付いている他の民
間又は国の事業体との関係を含む。

第 III章　情報開示
1. 企業は，その活動，組織，財務状況，業績，所有権及び企業統治
に関する全ての重要な事項について，時宜を得た正確な情報の開示
を確保すべきである。この情報は，企業全体について，及び，然るべ
き場合には事業系統毎又は地域毎に開示されるべきである。

第V章　雇用及び労使関係
2. c）労働者及びその代表に対し，これらの者が当該事業体の，又は
適当な場合には企業全体の業績に関して真正かつ公正な見解を持
ち得るような情報を提供する。

3. 労使の相互の関心事項について，使用者と労働者及びその代表
との間の協議及び協力を促進する。

 第V章 第3段落に関する注釈
 10. 労働者参加の協議の形態に関する第Ⅴ章の第3 段落の言
及は，企業における使用者と労働者との間の協議及び協力に関
する1952年のilO第94号勧告から取られている。それは，ilO の
多国籍企業宣言に含まれる条項にも一致する。

6. 雇用に重大な影響を及ぼすような事業活動の変更，特に，集団的
なレイオフ又は解雇を伴う事業体の閉鎖を検討するにあたっては，
当該企業が雇用する労働者及びその団体の代表，及び適当な場合
には，関係の政府当局に対し，かかる変更に関する合理的な予告を
行い，また最大限実行可能な限度において，悪影響を緩和するため
労働者の代表及び所管の政府当局と協力する。各事例の具体的
な状況を考慮しつつ，経営者側が最終的な決定を下す前にそのよう
な予告を行うことが望まれる。そのような決定の効果を緩和する上
で意義のある協力を提供するために，その他の手段も採用すること
ができる。
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3.3 健康及び安全（安全衛生） 
3.3.1 行動指針をどう活用できるか？
行動指針の健康及び安全に関する勧告は、多国籍企業

の事業内における労働者のみならず、多国籍企業の関与す
る健康及び安全への悪影響から不利益を被りうるサプライ
チェーン内及びその他の取引先の労働者も利用できる。 

3.3.2 行動指針が定める多国籍企業の責任とは？ 

行動指針は、多国籍企業の責任を以下のように規定し
ている。

•　企業活動の遂行において適切な労働安全衛生が担保される
よう、しかるべき措置を講ずる

•　国内規制がない場合でも、広く採用されている規制基準や業
界規範を適用する

•　危険な労働環境での作業を拒否する労働者の権利を尊重す
る

•　安全衛生に関する法律、もしくは行動指針に対する違反を通
報した労働者に対し、報復を行わない

•　安全衛生の規定を盛り込んだ、人権に関する方針を採択する

•　安全衛生に関する政策コミットメントが、事業手順及び事業方
針に反映されるようにする

•　周知活動や訓練プログラムを通じて、企業の安全衛生方針が
労働者に認識され遵守されるよう促す

•　サプライチェーン内及び他の取引関係を含め、健康及び安全
への悪影響に関与することを回避するため、またそのような悪
影響に関与した場合はこれに対処するため、デュー・ディリジェ
ンスを実施する

•　デュー・ディリジェンスの実施過程に労働者と労働組合を参
加させる

•　健康及び安全に対する悪影響を引き起こし、または一因となっ
ている悪習を廃止する

•　多国籍企業が実際に引き起こし、または一因となっている健康
及び安全への悪影響を改善する

•　多国籍企業がその一因となり、あるいは結びついている健康及
び安全への悪影響を取引先が緩和するよう影響力を行使する

•　健康及び安全への悪影響にどう対処したかを報告する

3.3.3 どのような問題に対処できるか？
行動指針を活用して、以下のような問題に対処できる。

•　火災予防

•　保安上の理由に基づく労働者の閉じ込め

•　危険物・有害物質、騒音、塵埃への曝露

•　適切な安全装置が提供されない

•　安全衛生デュー・ディリジェンスが実施されない

•　危険物・有害物質の取り扱いを含め、環境安全衛生に関する
訓練が実施されない

•　安全衛生に関する法律、もしくは行動指針に対する違反を誠
実に通報した労働者への報復措置

囲み 3.8: 問題となる人権は？  
健康及び安全
安全かつ健康的な労働条件
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
（ICESCR）　第7条
健康を享受する権利
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
（ICESCR）　第12条

囲み3.9: 「健康及び安全」の事例  
ブラジル 96

2006年5月、サンパウロ州石油副産物・鉱石労働者組合
（Sipetrol-SP）とNGOのグリーン・オルタナティブ・コレ
クティブ（CAVE）は、シェル社とエッソ社に対する訴えをブ
ラジルとオランダのNCPに提出した。これは両社が州保
健医療長官からの苦情に返答しなかったことによるもの
で、州保健医療長官は、危険化学薬品を含有する製品へ
の曝露によって生じる病気について連邦、州、市が定めて
いた安全衛生に関する法律に両社が違反しているとの申
立てを行っていた。ブラジルNCPは申立てを受理したも
のの、進行中の訴訟手続があったため、当事者を招集して
仲介・調停を行うことはできなかったと報告している（本
ガイド4.1.1を参照）。 

企業は事実上、国際的に認められた人権の領域
全体に影響を持つことができる。
─OECD多国籍企業行動指針　第 IV章「人権」注釈
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囲み3.10: 多国籍企業行動指針の規定　
健康及び安全（安全衛生）
第 II章　一般方針
a.8.訓練プログラムを含む適切な普及方法を通じ，会社の方針
が多国籍企業に雇用された労働者に認識され遵守されることを
促進する。

a.9.法律，行動指針又は企業の方針に違反する慣行について，経
営陣又は適当な場合には所管官庁に善意の通報を行った労働
者に対して，差別的又は懲戒的な行動をとることは慎む。

a.10、a.11、a.12段落（囲み3.7参照）

第 IV章　人権
1、2、3、4、5、6段落（囲み3.3参照）

第V章　雇用及び労使関係
4.c)児童労働の実効的な廃止に貢献するとともに，緊急の事項と
して，最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃の確保のため，即
時かつ実効的な措置をとる。

 第V章 第4.c)段落に関する注釈
 11.職業上の健康及び安全への言及は，雇用の一連の経過
に起因し，関連し又は生じる事故及び健康への被害の危
険を最小限にするために広まっている規則基準及び産業の
基準に，多国籍企業が従うよう期待されていることを意味す
る。例え企業が事業を行う諸国において既存の規則により
公式に要求されていなくても，事業の全ての部分における職
業上の健康及び安全に関する実績レベルの向上に取り組
むよう，企業は奨励される。企業は，健康又は安全に差し迫
った深刻な危険が存在すると信じる合理的な理由がある場
合においては，労働現場から離れる労働者の能力に配慮す
るようにも奨励される。それらの重要性及び関連する勧告の
相補性を反映し，健康及び安全への懸念は，行動指針の他
の場所，とりわけ消費者利益及び環境の章に反映されてい
る。2002年のILO第194号勧告は，職業病の指標となる一覧
表及び行動指針の本件勧告の実施において企業によって考
慮され得る慣例規範及び指針を提供している97。

第VI章　環境
7.有害物質の取扱い及び環境事故の防止を含め，環境，健康及
び安全に関する事項につき，また，例えば環境影響評価手続，広
報活動及び環境技術等，より一般的な環境管理分野につき，労
働者に対して適切な教育と訓練を提供する。

 第VI章 第7段落に関する注釈
 14.企業は，環境問題に関する雇用者の訓練及び教育に重
要な役割を持つ。企業は可能な限り広範な方法で，特に人
の健康及び安全に直接関連する分野で，この責任を果たす
よう奨励される。

囲み 3.11: その他の文書の規定　 
健康及び安全（安全衛生）
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
（1966年）
第7条　…すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権
利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保
する労働条件とする。
(ii)　 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活 

(b)　安全かつ健康的な作業条件 

第12条
1　…すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康
を享受する権利を有することを認める。 

2　この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するため
にとる措置には、次のことに必要な措置を含む。 

 (b)　環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善 

2002年の職業病の一覧表勧告（第194号）
ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言（1977

年、2006年改定）

安全衛生：第38～40条

3.3.4 関連する規定は？
行動指針の関連規定を囲み3.10に抜粋した。

•　第 ii章（一般方針）： 段落a.8、a.9、a.10、a.11、a.12

•　第 iV章（人権）：すべての条項

•　第V章（雇用及び労使関係）：段落4.c

•　第Vi章（環境）：段落7

その他の関連文書及び条項については、囲み3.11を参
照のこと。
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3.4 不安定雇用
3.4.1 行動指針をどう活用できるか？
多国籍企業が関与し行動指針が適用される項目への悪
影響によって不利益を被りうる労働者の労働条件を保護
し改善するために行動指針を活用できる。労働者の雇用
形態は問わない。さらに、労働組合が不安定雇用をなくす
キャンペーンを行い、契約労働者の搾取の問題に取り組む
際にも利用できる（囲み3.14を参照）。

3.4.2 行動指針が定める多国籍企業の責任とは？
行動指針が定める多国籍企業の責任とは？

• 行動指針の勧告に従うこと

• 行動指針が適用される事柄に関して、不安定雇用の労働者に
及ぼされる悪影響への関与を回避し、そうした悪影響が生じ
た場合は対処する 

 

3.4.3 どのような問題に対処できるか？
行動指針が適用され、不安定雇用の労働者に影響を及

ぼす問題は、すべてが対象となる。これには以下の項目が
含まれる。

• 人権・労働組合権

• 差別

• 労働条件

• 健康及び安全

• 生活環境

囲み 3.12: 問題となる人権は？  
不安定雇用 98

結社の自由
市民的及び政治的権利に関する国際規約（iccpr）　第22条
労働における基本的原則及び権利に関するilO宣言（1998年）　
第2条
労働組合を結成し加入する権利
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（icescr）　
第8条
団体交渉権
労働における基本的原則及び権利に関するilO宣言（1998年）　
第2条
雇用及び職業において差別を受けない権利
労働における基本的原則及び権利に関するilO宣言（1998年）　
第2条
公正かつ良好な労働条件を享受する権利
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（icescr）　
第7条
相当な生活水準に対する権利（相当な食料、衣類及び住居）
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（icescr）　
第11条

3.4.4 関連する規定は？
「多国籍企業が労働者への悪影響に関与する」という問
題に関連する可能性のある勧告は、以下のものを含め、す
べてが関連規定である（囲み3.15を参照）。

• 第 ii章（一般方針）：段落a.1、a.10、a.11、a.12、a.13

• 第 iV章（人権）：すべての条項

• 第V章（雇用及び労使関係）：すべての条項

その他の関連文書及び条項については、囲み3.16を参照。

囲み 3.13: 「不安定雇用」とは？
不安定雇用とは、一時的な（臨時の、季節的な、有期の）
仕事、あるいは派遣会社やその他の仲介業者に雇用され
た上で別の企業のために働く「三角」関係で行われる仕
事のことを指す。不安定雇用の典型的な特徴としては、賃
金の低さ、各種手当の少なさ、雇用が非常に不安定である
ことが挙げられる。

囲み 3.14:  「不安定雇用」の事例  
パキスタン99 

2008年10月と2009年3月、国際食品関連産業労働組合
連合会（IUF）は、ユニリーバ社がパキスタンで操業してい
た2つの工場での雇用慣行について、英国のNCPに苦情
の申立てを行った。これらの工場では、労働力のかなりの
部分を不安定な雇用契約に依存していた。IUFは、実際
の使用者であるユニリーバ社と団体交渉を行う労働組合
に参加する労働者の権利が、不安定な雇用契約の濫用に
よって巧妙に否定されていると主張した。英国NCPによ
る仲介・調停の結果、ユニリーバ社は不安定な雇用契約
を直接の終身雇用に切り替えることに同意し、工場での
労働組合員数は大幅に増加した。その引き替えとして、
地元の労働組合は裁判所への申立てをすべて取り下げる
ことに同意した。対立が成功裏に解決したことで、IUFは
ユニリーバ社に対話の相手として認められるようになり、
同社との関与プロセスが正式に開始された。
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囲み 3.15: 多国籍企業行動指針の規定　
不安定雇用
第 II章　一般方針
a. 1. 持続可能な開発を達成することを目的として，経済面，環境
面及び社会面の発展に貢献する。
a.10、a.11、a.12段落（囲み3.7参照）

a.13. 行動指針が対象とする分野で生じた悪影響に対処するの
に加え，実行可能な場合には，サプライヤー及び下請業者を含む
取引先に対し，多国籍企業行動指針と適合する責任ある企業行
動の原則を適用するよう奨励する。

第 IV章　人権
1、2、3、4、5、6段落（囲み3.3参照）

第V章　雇用及び労使関係
労働組合権：段落1.a)、1.b)、1.b)、1.e)、2.a)、2.b)、8（囲み3.3参
照）；事業再編・閉鎖：段落2.c)、6（囲み3.7参照）；健康及
び安全：段落4.c)（囲み3.10参照）

4. b) 多国籍企業が発展途上国で事業活動を行う際，比較可能
な使用者が存在していないような場合は，政府の政策の枠内で，
できる限りよい賃金，給付及び労働条件を提供する。これらは当
該企業の経済的地位に関係することであるが，少なくとも，労働
者及びその家族の基本的ニーズを充足するのに十分なものであ
るべきである。

囲み 3.16:  その他の文書の規定  
不安定雇用
市民的及び政治的権利に関する国際規約（1996年）
第22条1　囲み3.4参照

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
（1966年）
第7条　･･･すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する
権利･･･特に次のものを確保する労働条件とする
(a)　すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬 

(i)　 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働に
ついての同一報酬。特に、女子については、同一の労働につ
いての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない
労働条件が保障されること。 

(ii)　 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活 

(b)　安全かつ健康的な作業条件 

(c)　先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、す
べての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進す
る均等な機会 

(d)　休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給
休暇並びに公の休日についての報酬 

第8条　1 a) すべての者が･･･労働組合を結成し･･・自ら選択
する労働組合に加入する権利

第11条1　自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住
居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不
断の改善についてのすべての者の権利

ILO同一報酬条約（1951年）（第100号）100

労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言
（1998年）
第2条　囲み3.4参照

ILO雇用関係勧告（2006年）（第198号）

ILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言
（1977年、2006年改定）
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3.5 移住労働者
3.5.1 行動指針をどう活用できるか？
行動指針の適用対象となるのは、多国籍企業が関与し
行動指針が適用される事柄への悪影響により不利益を被
りうる、サプライチェーン内を含めたあらゆる労働者である。
したがって、移住労働者の権利を保護し、彼らの搾取の問
題に立ち向かうために行動指針を活用することができる。 

3.5.2 行動指針が定める多国籍企業の責任とは？
行動指針は、移民労働者の人権はとりわけ危険にさらさ

れやすく、特に注目が必要であると認識している（囲み3.20

を参照）101。行動指針は、多国籍企業の責任を以下のよう
に規定している。

• 行動指針の勧告に従う

• 行動指針が適用される事柄に関して、移民労働者に及ぼされ
る悪影響への関与を回避し、そのような悪影響が生じた場合
は対処する

• 移住労働者条約（1990年）に掲げられているものを含め、移民
労働者の人権を尊重する（囲み3.17及び3.21を参照）

3.5.3 どのような問題に対処できるか？
移民労働者への悪影響で、多国籍企業が関与し行動指
針が適用されるものであれば、以下の項目を含め、あらゆる
問題に対処できる。
• 差別
• 労働条件
• 生活水準
• 賃金の未払い
• パスポートや身元証明書の没収

• 雇用に関連しての不法な手数料の要求
• 債務労働
• 強制労働
• 身体的暴力
• 性的暴行
• 児童労働

3.5.4 関連する規定は？
「多国籍企業が移民労働者への悪影響に関与する」とい
う問題に関連する可能性のある条項は、以下のものを含
め、すべてが関連規定である（囲み3.20を参照）。

• 第 ii章（一般方針）：段落a.1、a.10、a.11、a.12、a.13

• 第 iV章（人権）：すべての条項

• 第V章（雇用及び労使関係）：段落1.a)、1.b)、1.c)、1.d)、1.e)、
4.b)、4c)

囲み3.21では移住労働者条約の条項をいくつか紹介している。

囲み 3.17: 問題となる人権は？  
移住労働者 102 

あらゆる移民労働者
奴隷状態と強制労働から自由である権利
第11条（移住労働者条約）
プライバシーの権利
第14条（移住労働者条約）
財産権
第15条（移住労働者条約）
報酬及びその他の労働条件と就労条件の点で就業国の国民と
等しい待遇を受ける権利
第25条（移住労働者条約）
いかなる労働組合にも自由に加入する権利
第26条（移住労働者条約）

正規移民労働者
就業国で労働組合その他の団体を結成する権利
第40条（移住労働者条約）

囲み3.18: 「移住労働者」の事例  
オランダ 103

2012年7月、オランダ労働組合連盟（FNV）は、オランダ
で働いていた移民労働者に対する賃金が差別的であると
してオランダのNCPに申立てを行った。この件で問題と
なった労働者は主に東欧諸国の出身で、発電所を建設す
るためにヌオン社と三菱重工業が下請契約を結んだ別の
会社に雇用されていた。FNVは、建設現場で施行されて
いる労働協約に則り、移住労働者にオランダの建設作業
員と同じ基準で給与を支払うべきだと主張した。申立て
によると、ヌオン社と三菱重工業は行動指針に則り、下請
業者が行動指針を遵守するよう促し、悪影響を回避する
とともに自らが関与した場合についてはその悪影響に対
処するため、デュー・ディリジェンスを実施する責務を負っ
ている。最新情報をTUACのウェブサイトに掲載。
http://www.tuacoecdmneguidelines.org/

CaseDescription.asp?id=165
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囲み 3.20: 多国籍企業行動指針の規定  
移住労働者
第 II章　一般方針
a.1、a.10、a.11、a.12、a.13（囲み3.7及び3.15参照）

第 IV章　人権
1、2、3、4、5、6段落（囲み3.3参照）

 第IV章に関する注釈
　5.…状況は変わり得るため，全ての権利は定期的な再検討の
対象となるべきである。状況に応じ，企業は追加的な基準の検
討を必要とし得る。例えば，特別の注意を必要とする特定の集
団又は人口に属する個人の人権へ悪影響を及ぼし得る場合
には，企業はそれらの個人の人権を尊重すべきである。この関
係で，国連文書は，先住民，国民的又は民族的，宗教的及び
言語的少数派に属する人々，女性，児童，障害者，移住労働者
及びその家族に関する権利を更に詳細に記述している。

第V章　雇用及び労使関係
1.a)、1.b)、1.e)、4.b)、4.c)（囲み3.3、3.10、3.15参照）
1.c) 児童労働の実効的な廃止に貢献するとともに，緊急の事項と
して，最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃の確保のため，即
時かつ実効的な措置をとる。

 第V章 第1.c）段落に関する注釈
　第1.c)段落は，ILOの1998年宣言及び最悪の形態の児童労働
に関するILO第182号条約が意味するところの児童労働の実
効的な廃止に，多国籍企業が寄与するよう勧告する。児童労
働に関する旧来のilO文書は，雇用の最低年齢に関する第138

号条約105及び第146号勧告106（双方とも1973年に採択）であ
る。

1.d) あらゆる形態の強制労働の撤廃に貢献するとともに，事業活
動において強制労働が存在しないことを確保するために適当な
措置をとる。

 第V章 第1.d）段落に関する注釈
　第1.d)段落は，1998年ilO宣言に由来するその他の原則であ
る，あらゆる形態の強制労働の撤廃への企業の貢献を勧告す
る。この労働に関する中核的な権利への言及は，1930年のILO

第29号条約107及び1957年の第105号条約108に基づく。

4.a) 受入国の類似の使用者が遵守している雇用及び労使関係
の基準よりも低くない基準を遵守する。

囲み3.19: 「移住労働者」の事例　アルゼンチン104

2011年6月、NGOの人権環境センター（CEDHA）とSOMOは、オランダの多国籍企業ニデラ社（Nidera）がアルゼンチンで実施
していたトウモロコシ種子の加工作業に関して、オランダのNCPに苦情を提出した。この申立ては、作業に従事していた臨時労
働者の生活と労働条件に関するもので、貧しい生活環境、安全衛生の欠如、賃金の未払い、作業に従事することをやめようとし
た労働者に対する脅迫、及び労働の条件・環境・場所についての不十分な情報提供など、行動指針の第 IV章（人権）及び第
V章（雇用及び労使関係）への違反項目を記録したものである。オランダNCPによる仲介・調停が行われた結果、ニデラ社は
人権に関する方針を強化し、人権デュー・ディリジェンスを実施することを約束した。

囲み 3.21: その他の文書の規定  
移住労働者条約 

すべての移住労働者及びその家族構成員の権利保護に
関する国際条約

すべての移住労働者
第11条
1　いかなる移住労働者又はその家族構成員も､奴隷状態又は
隷属状態におかれない｡　
2　いかなる移住労働者又はその家族構成員も､強制労働に服
することを要求されない｡

第14条
移住労働者とその家族は、その私生活、家族、住居、文書もしくは
その他の通信に対して、恣意的にもしくは不法に干渉されまたは
名誉及び信用を不法に攻撃されない。

第15条
移住労働者とその家族は、･･･所有する財産を恣意的に奪われ
ることはない。

第25条
1. 移住労働者は、報酬及び以下の点で、就業国の国民に適用さ
れる待遇よりも不利に扱われることはない。
 (a)他の労働条件、すなわち、超過勤務、労働時間、週休、有給
休暇、安全、保健、雇用関係の終了その他その国の法律と慣
行で労働条件に含まれるとされているもの

 (b) 他の就労の条件、すなわち、就労の最低年齢、在宅勤務そ
の他その国の法律と慣行で就労の条件に含まれるとされてい
るもの

第26条
 (a)労働組合、及び、法律に従い…法律に基づいて設立された
組織の集会及び活動に参加する権利

 (b)労働組合その他の組織に加入する権利
 (c)労働組合その他の組織の援助及び支援を求める権利

正規移住労働者
第40条
1　移住労働者とその家族は、…就業国で労働組合その他の団
体を結成する権利を有する。
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第4部 苦情処理の 
仕組みを利用する 

第4部では政府後援の各国連絡窓口（NCP）の苦情処理手続に
ついて説明し、苦情提出のためのチェックリストを提供する
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4.1 NcP苦情処理手続
政府後援の各国連絡窓口（ncp）の主な役割の1つは、労働組合やnGOが提出し

た行動指針違反に関する申立ての処理である。行動指針は、12カ月以内に完了すべき
3段階の手続について説明している109。

・　第1段階：初期評価

・　第2段階：仲介及び調停

・　第3段階：最終報告及び最終声明 110

この3段階に加えて、ほとんどのncpが 111、最終声明発表前に仲介・調停が拒否さ
れるか失敗した場合に審査を実施している。この段階は行動指針には記載されていな
い。審査段階を含む手続全体を図表4.1に示し、以下の各セクションで説明する。

0~3 ヶ
月

3~9  ヶ
月

9~12  ヶ
月

0~3 ヶ
月

3~9 ヶ
月

9~12 ヶ
月

第1段階
初期評価

NCPが申立てを拒否

第2段階A
仲介・調停

NCPが申立てを受理

仲介・調停
成功

仲介・調停
拒否／失敗

第2段階B
多国籍企業による
行動指針違反の

有無を判断するための
事例審査

第3段階D
最終声明

提起された問題、
申立て受理の事実、NCPの役割、
行動指針違反に関する

決定、勧告、合意に至らなかった
理由及びフォローアップ

第3段階C
最終声明

提起された問題、
申立て受理の事実、NCPの役割、
勧告、合意に至らなかった
理由及びフォローアップ

第3段階A
最終声明

提起された問題、
申立て拒否の理由

第3段階B
最終報告

提起された問題、NCPの役割、
合意及びフォローアップ

図表 4.1: NcPの苦情処理手続
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4.1.1 第1段階：初期評価：適格性

0~3ヶ月 3~9ヶ月 9~12ヶ月

ncpはまず、事例が行動指針上、適格であるかを確認するために、初期評価を行う。
初期評価段階は3カ月以内に完了すべきである。

4.1.1.1 NcPの作業
すべてのncpは以下の措置を講じるべきである。

• 申立てを受領したことを通知する

• 当該の多国籍企業に申立てを通知し、初動対応を求める

• 必要に応じて、申立人にさらなる情報を求める

• 当事者に初期評価の結果（ncpが受理の拒否を決定した場合は、その理由を含む）を通知する

4.1.1.2 NcPによる要求
事例が行動指針上、適格であるかを判断するため、ncpは以下の点を確認する112

• 当該の多国籍企業と提起された問題との間に明確な関連がある

• 当該の多国籍企業の本社が行動指針参加国にある

• 提起された問題が行動指針の対象となっている

• 案件が当該ncpの管轄下にある

• 申立てを行った労働組合が当該問題に正当な利害を有する

• 案件が誠実に申し立てられている（根拠があり、訴権乱用に該当しない）

• 案件が係争中の訴訟手続に深刻な不利益をもたらさない

• 申立ての受理によってncpが行動指針の実効性に貢献できる

囲み4.1: 初期評価に関する補足情報：並行手続
並行訴訟手続（裁判その他の訴訟手続）は、過去に労働組合の事例が拒否された主な
理由である。2011年版の行動指針によれば、NCPは、他の（訴訟）手続が実施されたか
進行中である、もしくは当事者に手段として与えられているという理由のみにより、事例を
拒否すべきでない。ただし、事例の処理が他の（訴訟）手続において当事者に深刻な不
利益を生じさせる場合は、この限りではない113。

NCPは、他の（訴訟）手続
が実施されたか進行中で
ある、もしくは当事者に手
段として与えられていると
いう理由のみにより、事例
を拒否すべきでない……

4.1.2  第2段階A：仲介及び調停：問題解決

0~3ヶ月 3~9ヶ月 9~12ヶ月

ncpは事例を受理したら「あっせん」を提供し、仲介及び調停等により、当事者が提
起された問題を解決できるよう支援する114。この手続は6カ月以内に完了すべきである。
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行動指針参加国で行
動指

針違反が発生した場
合、受

入国のNCPが事例を処理

するが、本国のNCPと協力

すべきである。

4.1.2.1 NcPの作業
行動指針は仲介・調停手続の手順を明示していない。しかし現在の慣行に基づき、

ncpは以下の措置を講じると考えられる。

• 大使館、企業代表、労働者、nGOまたは他の専門家等、関連当局の助言を求める

• 他の関連ncp（本国又は他の受入国のncp）から意見を聴取する

• 仲介・調停に先立ち、合同で又は個別に、当事者との会合を企画する

• 仲介及び調停で取り組むべき問題を明確にする

• 労働者の身元等、秘密にしておくべき事項を確認する

• 仲介及び調停に参加させるべき当事者を確認する

• 両当事者が同意できる中立的な仲介人及び調停者を任命する

• 目標、基本規則、秘密保持の限界、日程表等、仲介及び調停の付託条項を作成する

仲介及び調停の費用はncpが負担すると予想されるが、ほとんどのNcPは当事者の
仲介・調停参加費用を負担しない点が重要である。

4.1.2.2 NcPによる要求
これまでの経験から、労働組合は以下の要件の提供または遵守を求められると予想
される。

• 労働組合側の窓口の統一

• 労働組合が仲介及び調停に同意することを示す文書

• 拘束力のある決定を下す権限を有する当事者の参加

• 「誠実」に仲介及び調停に参加する（つまり、合意を視野に入れて対話を行う）意思

• 仲介及び調停の進行中に秘密を守るという約束

• ncpが手続参加費用を負担しない場合に当該費用を賄う資金の確保

囲み4.3:「仲介」とはなにか？116

「当事者間での交渉による紛争解決を、専門的知識をもった仲介人が支援する、任意か
つ指導を受けた手続。両当事者が合意した場合を除き、拘束力をもたない」

囲み 4.2: 「調停」とはなにか？115

「拘束力のない紛争解決手続であり、調停者が現実的な紛争解決のためにかなり直接的
な役割を果たし、和解案の提示など、当事者に具体的な解決策を助言することもある」
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囲み 4.4 仲介及び調停に関する補足情報：NcPの慣行
NCPの仲介・調停方法は大きく二分される。英国、米国等のグループは、専門的知識を
もつ外部の仲介人及び調停者を任命し、仲介及び調停を実施している。ドイツ、ノル
ウェー、オランダ等のグループは、自ら仲介及び調停を行う。さらに、仲介及び調停の経
験が比較的少ないNCPもある。慣行や経験の違いが原因で、仲介及び調停の基準は今
後もNCPによって異なるだろう。

囲み4.5: 仲介及び調停に関する補足情報：秘密保持
労働組合は、当事者が仲介・調停時に秘密を守るべきことに同意している。しかしいく
つかのNCPは、申立ての内容自体を秘密にすべきであり、その公表は「不誠実」に相当す
ると考えている。行動指針の規則に基づく労働組合の立場は、秘密保持は仲介・調停
手続の進行中にのみ適用される117、というものである。ただし、申立人が危険にさらされ
ているなど特別な事情がある場合や、行動指針の実施に秘密保持が最適であることにつ
いて当事者自身が合意した場合は、この限りではない。

OECD行動指針事例の仲介・調停は、G4S社とUNIが同社とその労働
者及び労働組合のために長年の紛争を解決する機会を与えてくれた。
最終的にはG4SとUNIが協定を作成し締結したが、この事例で投げか
けられた難問の解決策を見つけ、今後の問題解決システムについて合意
する動機を与えてくれたのは、仲介人・調停者の関与とこの手続だった。
これは労使関係の転機となった。
 ──UNIグローバルユニオン書記次長　クリスティー・ホフマン

囲み4.6: 仲介及び調停の事例 118

UNIグローバルユニオンは2006年、コンゴ民主共和国、マラウィ、モザンビーク及びネパー
ルでのG4S社による行動指針違反について、英国NCPに正式に苦情を申し立てた。提起
された問題は、労働者の労働組合加入権、法定最低賃金の支払い、超過勤務手当等であ
る。当事者は調停手続に先立って、合意に達しなかった場合は調停者の勧告を実施する
旨確認を求められた。これは双方が合意に達する刺激となった。英国のNCPで実施され
た対話の結果、UNIグローバルユニオンとG4Sは2008年にグローバル枠組み協定を締結
した。
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4.1.3 第2段階B：審査：仲介及び調停が失敗した場合

0~3ヶ月 3~9ヶ月 9~12ヶ月

仲介及び調停は成功するとは限らない。一方の当事者が仲介・調停への参加を拒
否する場合（過去に多国籍企業が参加を拒否した例がいくつかある）や、当事者が仲介・
調停に参加したが合意に至らない場合もある。仲介及び調停が拒否され又は失敗した
場合は、ncpが事例を審査して行動指針違反の有無を判断するのが最善の策である。
しかしいくつかのncpは、そのような審査を実施しないだろう（囲み4.7を参照）。

4.1.3.1 NcPの作業
行動指針には審査段階についての説明がない。現在のncp慣行から、労働組合は

ncpに以下の行動を期待できる。

• 大使館、受入国の政府当局者、及び企業、労働者、nGO、ilOのような政府間組織の代表等か
らの情報を基に、実情調査を行う

• 本国又は他の行動指針参加国の関連ncpと協議する

• 必要に応じて、申立人と多国籍企業にさらなる情報を求める

4.1.3.2 NcPによる要求
労働組合は以下のことを求められるだろう。

• 情報提供要請へのタイムリーな対応

• 確認された正確な情報

囲み4.8: 審査の事例 120

NGOグローバル・ウィットネスは2008年8月、アフリメックス社のコンゴ民主共和国にお
ける事業に対する苦情を申し立てた。これを受けて英国のNCPは事例の審査を行い、以
下のとおり結論づけた。アフリメックス社は、「地域の持続可能な開発に貢献し、人権を
尊重し、取引先やサプライヤーに行動指針の遵守を働きかけることを怠った」、また「サプ
ライチェーンに十分なデュー・ディリジェンスを実施せず、鉱山における児童労働と強制労
働の廃絶に貢献するために適切な措置を講じることも、鉱山の状況改善に向けた対策を
実施することもなかった」。

囲み4.7: 審査に関する補足情報
仲介及び調停による問題解決がNCP手続の中心にあることについては、すべてのNCPの
意見が一致している。この問題解決方法によってNCPは、しばしば当初の申立てで提起
された問題を超えて、「行動指針の精神を実施する」機会を見いだすことができる119。し
かしNCPは、仲介及び調停が失敗した場合の措置に関しては合意していない。大多数
のNCPが進んで審査を行い、行動指針違反の有無を判断している一方で、そうではない
NCPもあり、慣行に違いが見られる。TUACは、仲介及び調停が失敗した場合はNCPに
よる審査が不可欠と考えている。審査の脅威が背後にあれば、多国籍企業を調停のテー
ブルに着かせる「圧力」になる。それがなければNCPシステムは本質的に脆弱である。さ
らに、NCPが事例を審査し、行動指針違反の有無を判断することが、唯一の適切な対応
であるケースもあるだろう。
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政策の一貫性を促進す
るため、各国連絡窓口は、
特定の政府機関の政策
及びプログラムに声明及
び報告が関連すると承知
した場合には、それらの
政府機関に当該声明及
び報告を通知するよう奨
励される122。

─OECD多国籍企業行動指針
　各国連絡窓口手続手引注釈

4.1.4 第3段階：最終報告及び声明：連絡と周知

0~3ヶ月 3~9ヶ月 9~12ヶ月

苦情処理手続の最終段階では、ncpが最終報告及び最終声明を発表する121。最
終報告及び声明の内容は、当事者が合意に達したかどうか、仲介・調停が失敗した場
合にncpが事例の審査を実施したかどうかによって異なる。結果の如何にかかわらず、
いかなる場合でも、ncpは最終報告及び声明を公表しなければならない（図4.2を参
照）。また、ncpが最終報告及び声明を関連政府各省に送付することも最善の策である
（囲み4.9を参照）。

囲み4.9: 周知に関する補足情報：影響
NCP手続への参加を拒否し又は行動指針に違反した多国籍企業に対する公式の制裁
はない。しかし、影響はあるかもしれない。NCPは関連政府各省（例えば輸出信用機関、
公的調達担当部局、開発機関）への最終報告及び声明の送付を奨励されており、意思決
定にあたって多国籍企業の行為が考慮されると予想される。さらに、行動指針に基づき、
投資対象企業が悪影響に対処するよう働きかける責任を負う機関投資家も、公表されて
いるNCP最終報告及び声明を利用できる。労働組合は行動指針に基づいて提出された
案件について、直接またはグローバルユニオンのワーカーズキャピタル（労働者資本）委
員会を通して、機関投資家に通知することができる（第5部5を参照）。
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図表 4.2: 苦情処理手続：最終報告及び声明

結果 最終声明及び報告の内容 次の段階

3A. 申立てが
拒否された場合

最終声明 123

• 当事者の名称（ncpが当事者の公表を不公正とみ
なす場合を除く）

• 問題が提起された日付
• 提起された問題の概要
• 申立て拒否の理由

• 最終声明の発出

3B. 申立てが受理され、
当事者が合意した場合

最終報告 124

• 当事者の名称
• 問題が提起された日付
• 提起された問題の概要
• 申立てが受理され、ncpがあっせんを提供したと 

いう事実
• ncpが果たした役割
• 合意に達した日付
• 合意の詳細（当事者が情報開示に合意する範囲内
で）

• 合意を実施するためのフォローアップ手続（当事者
が当該手続に合意した場合）

• 最終報告の発表
• 関連政府各省への最終報告の送付
• 合意条件に沿った合意の実施に
関するncpのフォローアップ

3c. 申立ては受理されたが、
当事者が合意に至らなかった
場合

最終声明 125

• 当事者の名称
• 申立てが行われた日付
• 提起された問題の概要
• 申立てが受理され、ncpがあっせんを提供したと 

いう事実
• ncpが果たした役割
• 手続が合意に至らなかった理由に関する所見
• 行動指針の実施に沿った今後の行為に関する多国
籍企業への勧告

• 処理期間を示した勧告のフォローアップ（ncpが適
切とみなす場合）

• 最終声明の発出
• 関連政府各省への最終声明の送付
• 最終声明の内容に沿った勧告の
実施に関するncpのフォローアップ

3d. 申立ては受理されたが、
当事者が合意に至らず、
NcPが案件の審査を
実施した場合

最終声明 126

• 当事者の名称
• 問題が提起された日付
• 提起された問題の概要
• 申立てが受理され、ncpがあっせんを提供したと 

いう事実
• ncpが果たした役割
• 手続が合意に至らなかった理由に関する所見
• 行動指針違反の有無
• 行動指針の実施に沿った今後の行為に関する多国
籍企業への勧告

• 処理期間を示した勧告のフォローアップ

• 最終声明の発出
• 関連政府各省への最終声明の送付
• 最終声明の内容に沿った勧告の
実施に関するncpのフォローアップ
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図表 4.3: 提出前チェックリスト

1. 労働組合による支援：行動指針
に基づく問題提起経験のある労働組
合に支援を求めたか？

a ナショナルセンター
a 国際産業別労働組合組織（Gufs）
a Oecd労働組合諮問委員会（Tuac）

2. 適格性：申立てが行動指針上、適
格であるか確認したか？

a 当該問題が行動指針の規定の適用範囲である
a 提起された問題と多国籍企業の活動又は関係との間に関連がある
a 当該多国籍企業の本社が行動指針参加国にある（囲み1.1を参照）

3. 所要時間：最大12カ月に及ぶ手
続に関与する用意があるか？

a ncp苦情処理手続の期間が12カ月であることを承知している
a 手続に最後まで関与する資源と時間がある

4. 労働者の保護：労働者等が報復
を受ける可能性があることを懸念して
いるか？127

a ncpが通常、当該多国籍企業に申立てを送付することを承知している
a 申立て内容の一部を秘密にしておく（例えば、労働者の身元を企業に対して伏せてお
く）よう要請できることを承知している

a 匿名での問題提起は認められないことを承知している

5. 誠実さ：仲介及び調停に「誠実に」
参加する意思と能力があるか？128

a ncpがまず仲介及び調停を提供し、提起された問題の解決に努めることを理解して
いる

a 「誠実さ」が以下を意味することを承知している
・　直ちに対応する
・　仲介・調停手続の進行中には秘密を保持する
・　手続を不正確に伝えない
・　関係者に対して威嚇や報復をしない
・　合意をめざして関与する

6. 広報：申立ての周知方法を審査し
たか？

a ncpのウェブサイトをチェックしており、ncpが申立てをどのように公表するか知ってい
る

7. 手続への参加：仲介・調停手続
に誰が参加し、どのように資金を調達
するか検討したか？

a 仲介及び調停に参加する代表者が、申立人を代表して拘束力あるコミットメントを行
う権限を有していなければならないことを理解している

a 最大2回又は3回の仲介・調停セッションがあることを理解している
a ncpの立場を確認しており、ncpが当事者の参加費用を支払わないかもしれないこと
を理解している

a 資源が制約されている場合、労働組合パートナーによるncp手続への参加支援また
は代理参加という選択肢を検討した

4.2 申立ての提出―労働組合のためのチェックリスト
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図表 4.4: 問題提起チェックリスト

1. 各国連絡窓口：正しいNcPを確認し
たか？129

a	行動指針違反が行動指針参加国で発生したため、受入国のncpに案件を提出
する

または
a	行動指針違反が行動指針非参加国で発生したため、本国のncpに案件を提出
する

または
a	行動指針違反が複数の国（その一部は行動指針参加国）の同一多国籍企業に
関連していたため、本国のncpに案件を提出して主導を求めると同時に、他の関
連ncpに申立ての写しを送付する

または
a	行動指針違反が行動指針非参加国で発生し、複数の行動指針参加国の多国
籍企業が関与するコンソーシアムに関連していたため、いくつかのncpに同一案
件の写しを提出する

2. 申立人：身元と利害を説明したか？ a	申立てをする労働組合等の名称、組織概要、連絡先を伝えた
a	案件に対する利害を説明した（例えば、組合員が行動指針違反の影響を受けて
いるなど）

a	ncpに労働組合側の統一窓口を伝えた 

3. 企業：すべての関連企業及び各社との
関係の詳細を伝えたか？

a	悪影響及び行動指針違反に関わる現地企業の名称と連絡先を伝えた
a	多国籍企業の名称、本社所在国及び連絡先を伝えた
a	行動指針違反に関わる現地企業と多国籍企業との関連について説明した
a	行動指針違反の問題と多国籍企業の活動又は関係との関連について説明した 

4. 行動指針の規定：行動指針及び注釈
の関連規定を列挙したか？

a	提起した問題について、行動指針の関連段落との突合を行った
a	行動指針の注釈の関連段落を列挙した
a	関連する人権文書とilO労働基準の条項を列挙した 

5. 事実及び状況の説明：NcPに事実及
び状況を適切に説明したか？ 

a	ncpに、関連する事実及び状況を説明した
a	関連する日付と場所を記載した
a	補強証拠を提供した（例えば関連する通信、会合議事録、労働協約の抜粋、宣
誓供述書、国内法の抜粋など）

6. 多国籍企業の認識：提起された問題
を多国籍企業が認識しているかどうかに
ついて、NcPに通知したか？

a	提起した問題を多国籍企業が認識しているかどうかについて、ncpに通知した
a	多国籍企業との会合・通信と現状及び結果についてncpに通知した 

7. 並行手続：NcPに他の国内又は国際
手続を通知したか？130

a	完了済み又は進行中の裁判又は他の関連手続の存在及び現状について情報を
提供した

a	ncpが事例を処理することで当事者に深刻な不利益をもたらさずに問題の解決
に貢献する理由を説明した



The Oecd Guidelines fOr MulTinaTiOnal enTerprises    Trade uniOn Guide          49

8. 労働者の保護：労働者等が報復を受け
る可能性があることを懸念しているか？131

a	ncpが通常、多国籍企業に申立てを送付することを承知している
a	申立て内容の一部を秘密にしておく（例えば、当該労働者の身元を企業に対して
伏せておく）よう要請できることを知っている

a	匿名での問題提起は認められないことを承知している
a	秘密保持要請の理由を伝えた

9. 必要な是正策：NcPにどんな行動を
求めるのか明示したか？

a	仲介・調停参加の意思を表明した
a	ncp主導の仲介・調停が提起された問題の解決に貢献し得るとの考えを示した
a	実施可能な救済等、仲介・調停で扱いたい問題についてncpに通知した（例え
ば、団体交渉に向けた労働組合承認、解雇された労働者の復職、安全衛生委
員会の設置）

10. TUAcへの通知：TUAcに絶えず情報
を提供しているか？

a	Tuacに申立ての写しを送付した
a	ncp手続の遅延や問題点についてTuacに警告した
a	主な展開についてTuacに最新情報を提供した
a	Tuacに結果を伝えた
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当該企業は多国籍企業の一部門、
サプライヤーまたは取引先か？

行動指針に基づく
問題提起は不可能

多国籍企業の本社は
行動指針参加国にあるか？

行動指針に基づく
問題提起は不可能

当該問題は行動指針または
人権文書の適用範囲内か？

行動指針に基づく
問題提起は不可能

当該事例は1国（受入国）
の多国籍企業1社に
関係があるか？

当該事例は1国の
多国籍企業2社以上に
関係がある（合弁事業
又はコンソーシアム）か？

当該事例は複数国の
多国籍企業1社に
関係があるか？ 

受入国は行動指針に
参加しているか？

受入国は行動指針に
参加しているか？

いずれかの受入国が
行動指針に

参加しているか？

YES

YES

NO

NO

NO

YES NOYES NOYES

YES YES YES

NO

受入国のNCPに
申立てを提出し、
本国のNCPに
写しを送付

本国のNCPに
申立てを提出

受入国のNCPに
申立てを提出し、
すべての本国の

NCPに写しを送付

すべての本国のNCPに
申立てを提出

本国のNCPとすべての
受入国のNCPに
申立てを提出

本国のNCPに
申立てを提出

図表4.5: 事例は行動指針上、適格か？

申立てがサプライチェ
ーン

又は他の取引関係へ
の悪

影響に関わるものであ
る場

合は、多国籍企業がど
のよ

うに当該影響を引き
起こ

し、当該影響の一因と
なり、

又は当該影響と関連
してい

るか説明すべきである
。
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第5部 資料 

第5部ではOECD行動指針及び他の関連文書への理解を
深めるために参照すべき主な機関、団体、文書、連絡先を紹介する
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5.1 Oecd多国籍企業行動指針

Oecd労働組合諮問委員会（TUAc）
TuacはOecdで労働者を代弁する公式機関である。Tuacのメンバーはナショナルセンター59

組織であり、Oecd加盟国の計6,000万人の労働者を代表している。TuacはOecd行動指針に
関する労働組合の活動を主導し、政策立案でOecdと連携している。世界中の組合にも支援を
提供し、問題提起について助言したり、パートナー組織とともに研修を実施したりしている。Tuac

は行動指針に関する専用ウェブサイトを運営し、行動指針に基づいて提出された労働組合の事例
を公表している。また、政府後援の苦情処理の仕組みである各国連絡窓口（ncp）の概要及び
連絡先も掲載・更新している。

電話：+33 1 55 3737337 

eメール：tuac@tuac.org 

Tuac：http://www.tuac.org 

Tuacガイドライン：http://www.tuacoecdmneguidelines.org

Oecdウォッチ
Oecdウォッチは、世界80団体を超える非政府組織（nGO）の統括団体であり、Oecd行動指針
に関するキャンペーンや政策提言に取り組んでいる。Oecdウォッチ事務局は、Oecd行動指針に
基づく問題提起についてnGOに助言や支援を提供している。Oecdウォッチは、行動指針に基
づいてnGOが提出したすべての事例のオンライン・データベースを運営し、季刊事例最新情報
（Quarterly case updates）を作成し、市民社会向け行動指針ガイドを発行している。

電話：+31 20 6391291 

eメール：info@oecdwatch.org 

Oecdウォッチ：http://www.oecdwatch.org 

Oecdウォッチの事例：http://www.oecdwatch.org/cases 

Oecdウォッチのガイド：http://www.oecdwatch.org/guide

経済協力開発機構（Oecd）
Oecdは、英語版、フランス語版、ドイツ語版のOecd行動指針をはじめ、さまざまな資料を発行し
ている。（行動指針の日本語仮訳版は、連合も協力して日本ncpにより作成され、外務省及び
Oecd東京センターのウェブサイトに掲載されている）。

http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterpri

ses/

日本語仮訳版（外務省）：http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/takoku_ho.pdf

（Oecd東京センター）http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/finance_pdf/20110902

mneguidelines.pdf

各国連絡窓口（NcP）
政府後援の苦情処理の仕組みである各国連絡窓口（ncp）のリストは、各ncpのウェブサイト・
アドレス及び連絡先とともに、TuacとOecdのウェブサイトに掲載されている。

Tuac：http://www.tuacoecdmneguidelines.org/contact-points.asp 

Oecd：http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinational

enterprises/2012ncpcontactdetails.pdf

5.2 ILO「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」
国際労働機関（ilO）の1977年の多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言（2006年
最終改定）（ilO 多国籍企業宣言）は、雇用、訓練、労働・生活条件及び労使関係の各分野にお
ける企業行動の基準を定めた権威ある国際文書である。Oecd行動指針の第V章（雇用及び
労使関係）とilO 多国籍企業宣言には多くの一致点がある。ilO 多国籍企業宣言はすべての多
国籍企業に適用される。
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国際労働機関（ILO）
ilO 多国籍企業宣言は、アラビア語、インドネシア語、中国語（標準中国語）、英語、ドイツ語、イタ
リア語、フランス語、ロシア語、スペイン語でilOウェブサイトに掲載されている。（日本語版は ilO

駐日事務所のウェブサイトに掲載されている。）

ilO 多国籍企業宣言：http://www.ilo.org/empent/publications/WcMs_094386/langen/

index.htm

日本語版：http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/downloads/mul

ti2007.pdf

ILO労働者活動局（AcTRAV）
acTraVは、アラビア語、中国語（標準中国語）、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語のilO 多
国籍企業宣言ガイドを発行している。

The ilO Mnes declaration: What’s in it for Workers?：http://www.ilo.org/actrav/what/

pubs/WcMs_152797/lang--en/index.htm

5.3 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年）は、人権分野における企業行動の基準を定
めた新しい国際文書である。第2の柱「人権を尊重する企業の責任」は、Oecd行動指針の第 iV

章（人権）の基礎となっている。国連指導原則はすべての企業に適用される。

国連人権高等弁務官事務所
国連人権高等弁務官事務所（Ohchr）のウェブサイトには、国連「ビジネスと人権に関する指導
原則」（2011年）に関する資料（英語、フランス語、スペイン語の原則本文や「人権を尊重する企
業の責任に関する解釈ガイド」など）が掲載されている。

http://www.ohchr.org/en/issues/Business/pages/Tools.aspx

国際労働組合総連合（ITUc）：ブリーフィング・ノートとガイド
iTucは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」（2011年）のブリーフィングノートとガイドを発
行しており、どちらも英語版、フランス語版、スペイン語版がある。
国連「保護、尊重及び救済」　労働組合員のためのブリーフィングノート：http://www.ituc-csi.

org/the-united-nations-protect-respect.html

国連「ビジネスと人権のための『保護、尊重及び救済』枠組み」及び「ビジネスと人権に関する指
導原則」　労働組合員のためのガイド：http://www.ituc-csi.org/iMG/pdf/12-04-23_rugg

ie_background_fd.pdf

ビジネス人権リソース・センター
ビジネス人権リソース・センターは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」やビジネスと人権
に関する作業部会等に関する有用なポータルを設けている。

ビジネスと人権に関する指導原則：http://www.business-humanrights.org/specialrepport

al/home/protect-respect-remedy-framework/Guidingprinciples

ビジネスと人権に関する作業部会：http://www.business-humanrights.org/documents/un

WorkingGrouponbusinesshumanrights

5.4 国際枠組み協約及びグローバル枠組み協定（GFA／ IFA）
国際枠組み協約（グローバル枠組み協定）は、国際産業別労働組合組織と多国籍企業が取り決
める協約である。Gfa／ ifaの詳細な一覧はグローバルユニオン評議会が公表している。

http://www.global-unions.org/framework-agreements.html
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